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地
域
社
会
で
祀
る
神
社
の
祭
礼
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
神
事
芸
能
が
斎
行

さ
れ
て
い
る
。「
神か

楽ぐ
ら

」
は
そ
の
代
表
的
存
在
で
、
こ
れ
は
神
社
を
祀
る

神
職
や
住
民
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
。
現
在
で
は
「
保
存
会
」
な
ど

の
名
で
継
承
団
体
が
組
織
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
数
は
北
海
道

か
ら
鹿
児
島
県
に
わ
た
っ
て
四
五
〇
〇
ほ
ど
が
あ
る
と
い
え
る
。
今
回
取

り
上
げ
る
宮み
や

崎ざ
き

県け
ん

に
は
二
〇
〇
余
の
神
楽
保
存
会
が
あ
り
、
斎
行
史
料
と

し
て
は
十
五
世
紀
以
降
の
も
の
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
国
の
重
要
無
形
民

俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
神
楽
が
、
宮
崎
県
内
に
は
「
高
千
穂
の
夜

神
楽
」、「
椎
葉
神
楽
」、「
米
良
の
神
楽
」、「
高
原
の
神
舞
」
の
四
件
が
あ

り
、
都
道
府
県
別
で
は
も
っ
と
も
多
く
、
同
県
は
国
内
屈
指
の
神
楽
継
承

地
域
と
い
え
る
。

　

こ
う
し
た
宮
崎
県
内
に
は
「
式し
き

三さ
ん

番ば
ん

」
と
呼
ぶ
演
目
を
も
つ
神
楽
が
多

く
あ
る
。
本
論
文
は
、
こ
の
演
目
の
分
布
と
構
成
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
と
、「
式
三
番
」
演
目
の
形
成
に
つ
い
て
の
考
察
を
課
題
と
し
、

分
布
に
つ
い
て
は
県
北
部
か
ら
中
部
に
か
け
て
顕
著
で
、
演
目
構
成
に
は

①
舞
神
楽
の
冒
頭
部
に
三
演
目
を
配
置
す
る
三
演
目
型
、
②
三
十
三
番
な

ど
の
全
演
目
前
半
部
に
連
続
す
る
演
目
群
を
式
三
番
と
す
る
多
数
演
目

型
、
③
一
つ
の
演
目
を
式
三
番
と
す
る
単
独
演
目
型
が
あ
る
こ
と
を
提
示

し
た
。

　

①
②
の
演
目
構
成
を
も
つ
神
楽
で
は
、
式
三
番
に
神
事
や
直
会
、
舞
を

囃
す
神か

楽ぐ
ら

せせ

りり

歌う
た

な
ど
の
規
範
や
規
律
が
結
び
つ
い
て
お
り
、
こ
の
こ
と

か
ら
申さ
る

楽が
く

（（

能の
う

楽が
く

））

の
「
式
三
番
」
が
、
従
前
か
ら
存
在
し
た
神
楽
の
規

範
・
規
律
を
も
と
に
取
り
込
ま
れ
、
演
目
の
構
成
が
整
え
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
と
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】「
神か

楽ぐ
ら

」　
「
宮み
や

崎ざ
き

県け
ん

」　
「
式し
き

三さ
ん

番ば
ん

」　
「
神か

楽ぐ
ら

せせ

りり

歌う
た

」　

「
申さ
る

楽が
く

（（

能の
う

楽が
く

））
」

論
　
文
　
要
　
旨

宮
崎
県
の
神
楽
に
み
る
「
式
三
番
」
演
目
の
構
成

小　

川　

直　

之
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本
稿
の
課
題
と
神
楽
継
承
の
概
要

　

本
稿
は
、
宮
崎
県
内
の
神
楽
に
み
ら
れ
る
「
式
三
番
」
と
呼
ば
れ
る
演
目
群
あ
る
い
は
演
目
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
実
相
を
明
ら
か

に
し
、
こ
れ
を
在
地
化
さ
れ
現
在
に
継
承
さ
れ
て
い
る
民
俗
芸
能
と
し
て
の
神
楽
形
成
史
の
な
か
で
位
置
づ
け
、
試
論
を
示
し
て
お
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

本
題
に
入
る
前
に
国
内
の
各
地
に
継
承
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
継
承
さ
れ
て
い
た
神
楽
の
概
要
と
宮
崎
県
に
お
け
る
神
楽
斎
行
の
現
状
に
触
れ
て
お
く
。

国
内
各
地
で
保
存
会
な
ど
の
名
で
神
楽
を
継
承
す
る
団
体
は
四
五
〇
〇
ほ
ど
が
あ
る（

１
）。

そ
の
分
布
は
都
道
府
県
別
に
い
え
ば
、
岩
手
県
に
は
三
一
一
、
福
島
県

に
は
三
五
八
、
新
潟
県
に
は
四
二
一
、
長
野
県
に
は
二
〇
二
、
愛
知
県
に
は
二
〇
四
団
体
が
あ
る
の
に
対
し
、
富
山
県
や
石
川
県
な
ど
に
は
神
楽
継
承
団
体
は

確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
神
楽
の
全
国
状
況
に
は
、
こ
う
し
た
濃
淡
が
地
域
ご
と
に
あ
る
が
、
現
在
の
神
楽
継
承
地
は
北
海
道
か
ら
鹿
児
島
県
に
及
ん
で
い
る
。

北
海
道
で
は
「
松
前
神
楽
」
と
総
称
さ
れ
る
神
楽
が
松
前
町
や
函
館
市
な
ど
の
道
南
か
ら
後
志
地
方
、さ
ら
に
留
萌
南
部
ま
で
の
広
範
囲
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
歴
史
は
松
前
町
の
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
の
記
録
に
福
山
城
（
松
前
城
）
北
の
八
幡
社
に
「
神
楽
屋
」
が
あ
り
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
の
記
録
に

は
、
城
内
で
十
一
月
十
五
日
に
「
祀
竈
神
楽
」（
湯
立
神
楽
）
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り（

２
）、

北
海
道
の
南
部
・
西
部
地
域
に
は
す
く
な
く
と
も
十
七
世
紀
前
半

に
は
神
楽
が
伝
わ
っ
て
い
た
。

　

ま
た
、
現
在
は
伝
承
が
失
わ
れ
て
い
る
が
、
沖
縄
県
で
は
琉
球
王
府
が
存
在
し
た
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
四
月
の
廃
琉
置
県
以
前
は
、
王
府
に
よ
る
祭

祀
と
し
て
波
上
山
権
現
（
現
在
の
波
上
宮
）
や
沖
山
権
現
（
現
在
の
沖
宮
）
な
ど
で
七
社
祝
部
と
内
侍
に
よ
っ
て
正
月
二
日
な
ど
に
定
期
的
に
神
楽
が
奏
上
さ

れ
て
い
た
。
琉
球
国
で
は
一
六
三
五
年
に
、
火
災
に
あ
っ
た
波
上
山
権
現
社
の
再
建
の
た
め
に
天
尊
座
主
頼
慶
と
波
上
山
の
祝
部
で
あ
る
天
願
筑
登
之
親
雲
上

権
明
が
薩
摩
に
赴
き
、
諏
訪
大
明
神
社
の
佐
藤
権
太
夫
信
年
か
ら
「
神
道
之
法
」
を
学
び
、「
三
十
三
座
之
神
楽
」
を
伝
授
さ
れ
、
こ
れ
が
波
上
山
権
現
な
ど

七
社
の
祝
部
と
内
侍
に
よ
る
神
楽
と
な
っ
た
。『
琉
球
国
由
来
記
』
で
は
、
こ
れ
以
前
に
琉
球
に
は
「
伊
勢
神
楽
神
道
」
が
伝
わ
っ
て
い
て
、
内
侍
に
よ
る
神

楽
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
史
料
と
し
て
確
か
な
の
は
薩
摩
の
諏
訪
大
明
神
社
か
ら
十
七
世
紀
前
半
に
神
楽
が
伝
授
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る（

３
）。
な
お
、
琉

球
・
沖
縄
に
お
け
る
七
社
祝
部
と
内
侍
に
よ
る
神
楽
が
い
つ
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
の
か
は
、
現
時
点
で
は
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

つ
ま
り
、
江
戸
時
代
ま
で
遡
る
と
、
琉
球
と
日
本
全
国
に
神
楽
が
斎
行
さ
れ
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
具
体
的
に
取
り
上
げ
な
い
が
、
神
社
の
大
祭
時
に
加
え
、
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琉
球
の
王
府
祭
祀
の
よ
う
に
年
中
行
事
に
組
み
込
ま
れ
た
り
、
雨
乞
い
な
ど
の
共
同
祈
願
、
さ
ら
に
は
特
別
な
祈
願
や
願
成
就
時
、
葬
送
時
な
ど
に
斎
行
さ
れ

た
り
し
て
い
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
宮
崎
県
内
で
は
、
現
在
も
神
社
例
大
祭
時
の
ほ
か
、
正
月
の
元
旦
祭
、
彼
岸
中
日
の
祖
霊
祭
、
神
楽
継
承
に
功
績
の
あ
っ

た
方
の
葬
送
時
な
ど
に
神
楽
奏
上
が
あ
る
。

　

全
国
各
地
の
神
楽
が
ど
の
よ
う
な
機
会
に
斎
行
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
現
在
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、

今
後
の
課
題
と
な
る
が
、
宮
崎
県
に
お
け
る
現
在
の
継
承
神
楽
は
、
地
域
ご
と
に
保
存
会
を
組
織
し
て
行
わ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
数
は
二
〇
〇
余
が

あ
る（

４
）。

　

九
州
地
方
で
は
宮
崎
県
に
も
っ
と
も
多
く
の
神
楽
継
承
団
体
が
あ
り
、
し
か
も
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
四
つ
の
神
楽
は
、
指
定
理
由
に
地
域

的
特
色
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
神
楽
斎
行
の
様
相
は
全
県
が
一
律
的
で
は
な
く
、
伝
承
地
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
従
来
の
研
究
か
ら
具
体
的

に
概
要
あ
げ
る
と
、
山
口
保
明
は
県
内
神
楽
を
伝
承
地
域
に
よ
っ
て
図
１
の
よ
う
に
豊
後
佐
伯
混
合
系
、
高
千
穂
系
、
延
岡・門
川
系
、
椎
葉
系
、
米
良
系
、
高
鍋
系
、

宮
崎
・
日
南
系
、
霧
島
神
舞
系
の
七
つ
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
夕
刻
か
ら
翌
朝
ま
で
の
夜
神
楽
は
高
千
穂
系
、
椎
葉
系
、
米
良
系
、
霧
島
神
舞
系
と
高
鍋
系
の
一
部

な
ど
県
中
部
以
北
と
県
南
西
部
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
宮
崎・日
南
系
は
日
中
に
斎
行
す
る
昼
神
楽
（
日
神
楽
）
が
大
半
で
、
延
岡・門
川
系
と
豊
後
佐
伯
混
合
系
は
、

斎
行
が
深
夜
ま
で
の
半
夜
神
楽
が
多
い
。
ま
た
、
神
楽
の
斎
行
時
期
は
、
宮
崎
・
日
南
系
と
高
鍋
系
の
南
部
沿
海
地
域
は
二
月
か
ら
四
月
頃
ま
で
の
春
神
楽
、
こ
れ

以
外
は
十
二
月
・
一
月
を
中
心
と
す
る
冬
神
楽
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
地
域
の
鎮
守
社
な
ど
の
大
祭
に
奉
納
さ
れ
る
神
楽
の
演
目
（
番
付
）
数
は
、
冬
の
夜
神
楽
の

場
合
は
三
十
三
番
前
後
で
あ
る
の
に
対
し
、
昼
神
楽
・
半
夜
神
楽
は
そ
の
半
数
程
度
か
、
こ
れ
以
下
と
な
っ
て
い
る（

５
）。
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図
１　

宮
崎
県
の
神
楽

（
山
口
保
明　

平
成
12
年
に
よ
る
）
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「
式
三
番
」
神
楽
の
論
点

　

宮
崎
県
の
神
楽
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
筆
者
は
県
西
部
の
九
州
山
地
に
あ
る
米
良
山
地
域
の
神
楽
に
お
け
る
神
楽
斎
場
で
あ
る
御
神
屋
に
祭
ら
れ
る

神
々
に
つ
い
て（

６
）と

、
こ
の
地
域
の
神
楽
の
番
付
構
成
か
ら
「
地
舞
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
演
目
と
神
面
舞
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た（

７
）。

ま
た
、
県
内
神
楽
に
お
い

て
特
色
あ
る
演
目
か
ら
稲
作
系
と
括
る
こ
と
が
で
き
る
演
目
群
を
取
り
上
げ
、
そ
の
県
内
分
布
と
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
、
こ
れ
ら
演
目
群
の
形
成
に
つ
い
て
論

じ（
８
）、

さ
ら
に
同
様
に
「
蛇
切
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
綱
切
系
演
目
を
取
り
上
げ
、
そ
の
内
容
特
質
と
分
布
、
こ
の
演
目
の
基
層
に
存
在
す
る
荒
神
信
仰
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
て
き
た（

９
）。

こ
れ
ら
の
論
考
は
、
宮
崎
県
内
の
神
楽
に
つ
い
て
の
実
相
研
究
と
国
内
各
地
に
在
地
文
化
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
民
俗
芸
能
と
し

て
の
神
楽
の
特
色
や
形
成
史
を
検
討
す
る
た
め
の
指
標
を
導
き
出
す
た
め
と
い
う
二
つ
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

本
稿
も
こ
う
し
た
二
つ
の
観
点
か
ら
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
宮
崎
県
内
の
神
楽
に
み
ら
れ
る
「
式
三
番
」
演
目
を
取
り
上
げ
る
。「
式
三
番
」
と
い
う
用

語
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
十
五
世
紀
初
頭
の
世
阿
弥
『
風
姿
花
伝
』
や
そ
の
後
の
『
申
楽
談
儀
』
に
登
場
す
る
所
謂
「
翁
舞
」
の
こ
と
で
、
神
楽
に
お
い
て
も

こ
の
用
語
を
も
っ
て
い
つ
く
か
の
演
目
を
特
化
し
た
り
、
こ
の
名
を
冠
し
た
演
目
が
形
成
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
申
楽
の
「
式
三
番
」
に
つ
い
て
は
、『
風
姿

花
伝
』
第
四
「
神
儀
」
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

�　

申
楽
舞
を
奏
す
れ
ば
、
国
穏
や
か
に
、
民
静
か
に
、
寿
命
長
遠
な
り
と
、
太
子
の
御
筆
あ
ら
た
な
る
に
よ
つ
て
、
村
上
天
皇
、
申
楽
を
以
て
天
下
の
御

祈
禱
た
る
べ
し
と
て
、
そ
の
頃
、
彼
河
勝
こ
の
申
楽
の
芸
を
伝
ふ
る
子
孫
、
秦
氏
安
な
り
。
六
十
六
番
申
楽
を
紫
宸
殿
に
て
仕
る
。
そ
の
こ
ろ
、
紀
の
権

の
守
と
申
す
人
、
才
智
の
人
な
り
け
り
。
こ
れ
は
、
か
の
氏
安
が
妹
婿
な
り
。
こ
れ
を
も
あ
ひ
伴
ひ
て
申
楽
を
す
。

　
　

�　

そ
の
後
、
六
十
六
番
ま
で
は
一
日
に
勤
め
が
た
し
と
て
、
そ
の
中
を
選
び
て
、
稲
経
の
翁
〈
翁
面
〉、
代
経
の
翁
〈
三
番
申
楽
〉、
父
の
助
、
こ
れ
三
つ

を
定
む
。
今
の
代
の
式
三
番
、
こ
れ
な
り
。
す
な
は
ち
、
法
・
報
・
応
の
三
身
の
如
来
を
か
た
ど
り
奉
る
所
な
り
。
式
三
番
の
口
伝
、
別
紙
に
あ
る
べ

し（
（1
（

。

　

秦
河
勝
の
子
孫
で
あ
る
氏
安
が
紫
宸
殿
で
「
六
十
六
番
申
楽
」
を
奏
し
た
が
、
後
に
は
六
十
六
番
は
一
日
に
は
勤
め
難
い
の
で
、「
稲
経
の
翁
」「
代
経
の
翁
」

「
父
の
助
」
の
三
つ
を
定
め
、
こ
れ
が
「
式
三
番
」
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。『
風
姿
花
伝
』
で
は
こ
れ
を
「
法
・
報
・
応
の
三
身
の
如
来
を
か
た
ど
る
」
と
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仏
教
的
な
解
釈
を
加
え
て
い
る
が
、
こ
の
三
つ
が
現
在
の
翁
舞
の
「
翁
」「
千
歳
」「
三
番
叟
」
に
つ
な
が
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
世
阿
弥
は
、
こ
れ
も

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
同
じ
く
「
神
儀
」
の
章
で
、
申
楽
の
始
め
は
天
石
屋
戸
の
前
で
の
天
鈿
女
の
神
憑
り
の
「
御
遊
び
」
で
あ
る
と
し
、
神
楽
の
「
神
」

の
偏
を
除
け
て
「
申
楽
」
と
名
付
け
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
図
は
宮
中
で
の
十
一
月
の
「
鎮
魂
祭
」
で
の
神
楽
奏
上
、
内
侍
所
で
の
十
二
月
の
御
神
楽
奏
上

と
い
う
、
宮
中
で
の
神
楽
の
位
置
づ
け
を
重
視
し
、
猿
楽
は
そ
の
系
譜
に
あ
る
こ
と
で
の
申
楽
と
し
て
の
社
会
的
権
威
の
形
成
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

在
地
芸
能
と
し
て
の
神
楽
に
は
「
式
三
番
」
演
目
の
存
在
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
申
楽
の
影
響
が
色
濃
く
う
か
が
え
る
。
ま
た
、「
六
十
六
番
申
楽
」
は
一
日

に
勤
め
き
れ
な
い
の
で
「
式
三
番
」
を
設
け
た
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
宮
崎
県
な
ど
の
神
楽
の
演
目
構
成
に
は
三
十
三
番
が
多
く
、
次
第
編
成
規
範
に
も

な
っ
て
い
る
こ
の
数
は
「
六
十
六
番
」
の
半
数
で
、
こ
こ
に
も
申
楽
か
ら
の
影
響
が
想
定
で
き
る
。

　
『
風
姿
花
伝
』
以
後
の
「
式
三
番
」
に
つ
い
て
は
、
一
四
三
〇
年
の
『
申
楽
談
儀
』（
一
七　

勧
進
の
舞
台
、
翁
の
事
）
で
は
、

　
　

�

お
き
な
を
ば
、
む
か
し
は
宿
老
次
第
に
舞
け
る
を
、
今
ぐ
ま
の
ゝ
申
楽
の
と
き
、
将
ぐ
ん
家
、
は
じ
め
て
御
な
り
な
れ
ば
、
一
ば
ん
に
い
づ
べ
き
も
の
を

御
た
づ
ね
有
べ
き
に
、
大
夫
に
て
な
く
て
は
（
と
）
て
、
南
阿
み
陀
仏
一
げ
ん
に
て
よ
り
て
、
清
次
出
仕
し
、
せ
ら
れ
し
よ
り
、
是
を
は
じ
め
と
す
。
よ

つ
て
、
や
ま
と
さ
る
が
く
是
を
本
と
す
。
た
う
せ
い
、
京
中
、
御
前
な
ど
に
て
は
、
し
き
三
番
こ
と
〴
〵
く
は
な
し
。
今
は
、
神
事
の
ほ
か
は
こ
と
〴
〵

く
な
し（

（1
（

。

と
、
当
世
は
神
事
の
時
以
外
は
「
し
き
三
番
」
を
奏
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
て
い
た
の
が
う
か
が
え
る
が
、
こ
う
し
た
申
楽
の
最
初
に
「
式
三
番
」
を
奏
す

る
と
い
う
形
式
は
、
他
の
分
野
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
る
。

　

そ
れ
は
宴
席
で
の
饗
膳
・
会
食
作
法
に
あ
る
「
式
三
献
」
で
、
こ
れ
は
『
看
聞
日
記
』
永
享
八
年
（
一
四
三
八
）
八
月
二
十
九
日
条
の
「
室
町
殿
」
足
利
義

教
の
渡
御
に
際
し
、早
朝
か
ら
会
所
の
準
備
を
し
、「
予
会
所
縁
ニ
出
待
申
。
客
人
光
臨
着
座
。〈
会
所
東
着
座
。
予
西
着
座
。〉
三
條
中
納
言
御
折
紙
持
参
。〈
万

疋
。〉
次

送
永
豊
朝
臣
御
盃
持
参
。
先
有
式
三
献
。
其
後
按
察
已
下
着
座
。〈
会
所
下
段
。〉」（〈　

〉
内
は
割
注
）
な
ど
と
出
て
く
る（

（1
（

。「
式
三
献
」
は
『
申

楽
談
儀
』
と
近
い
年
代
に
出
て
く
る
が
、
そ
の
後
の
文
献
や
記
録
に
は
具
体
的
な
記
述
が
あ
る
。
伊
勢
貞
頼
（
貞
仍
）
に
よ
る
武
家
故
実
書
で
あ
る
享
禄
元
年

（
一
五
二
八
）
の
『
宗
五
大
草
紙
』
の
「
公
私
御
か
よ
ひ
の
事
」
に
は
、
酒
の
注
ぎ
方
を
説
明
す
る
な
か
で
「
一
式
三
献
常
の
三
の
御
盃
の
時
も
、
御
銚
子
は

か
た
口
な
る
べ
し
。
公
方
様
に
は
正
月
五
ヶ
日
、
其
外
節
朔
に
は
か
た
口
の
御
銚
子
白
。
御
酒
も
白
酒
な
り
。
又
私
様
に
て
か
た
口
の
銚
子
な
け
れ
ば
、
か
た
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〳
〵
の
口
を
包
む
な
り
。
出
陣
の
時
、其
外
祝
言
に
も
、か
た
口
の
銚
子
を
可
レ
用
。
酒
を
入
れ
候
や
う
、盃
に
銚
子
の
口
を
そ
ゝ
と
あ
て
、三
度
め
に
入
る
也
。

盃
三
な
が
ら
此
分
、
三
三
九
度
と
云
心
也
」
と
「
式
三
献
」
の
酒
の
注
ぎ
方
を
細
か
く
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
「
公
方
様
諸
家
へ
御
成
の
事
」
に
は
、
将
軍
は

公
卿
の
間
で
「
式
三
献
」
を
行
い
、
そ
の
後
主
殿
に
移
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

　

ま
た
、
原
田
信
男
が
「
三
好
筑
前
守
義
長
朝
臣
亭
江
御
成
之
記
」（『
群
書
類
従
』
第
二
二
輯
）
な
ど
か
ら
分
析
、
作
成
し
た
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
三
月

晦
日
に
足
利
義
輝
を
三
好
亭
に
招
い
て
の
饗
膳
構
成
で
は
、
最
初
に
御
手
掛
・
二
重
・
瓶
子
・
置
鳥
・
置
鯛
に
よ
る
「
式
三
献
」
が
あ
り
、
膳
部
の
第
四
献
か

ら
は
能
楽
が
奏
さ
れ
、
十
七
献
ま
で
の
間
に
観
世
大
夫
に
よ
る
式
三
番
、
老
松
、
八
島
、
熊
野
、
春
営
な
ど
十
三
曲
が
演
じ
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。『
上
井
覚
兼
日
記
』

の
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
二
月
九
日
条
に
は
「
此
晩
従
大
隅
、
右
馬
頭
殿
年
頭
為
御
祝
言
御
参
候
也
、
式
三
献
参
候
、
御
手
長
申
候（

（1
（

」
と
あ
っ
て
、「
式
三
献
」

は
南
九
州
の
武
家
社
会
に
も
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
を
論
ず
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
の
で
、深
入
り
は
し
な
い
が
、申
楽
が
武
家
社
会
へ
浸
透
し
て
い
く
な
か
で
、こ
こ
で
形
成
さ
れ
た
「
式

三
番
」
が
饗
膳
作
法
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
「
式
三
献
」
の
作
法
を
固
め（

（1
（

、
両
者
が
一
体
と
な
っ
た
宴
席
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
が
う
か
が
え
る
。
本
稿
で
取

り
あ
げ
る
宮
崎
県
の
神
楽
に
お
け
る
「
式
三
番
」
も
、
そ
の
詳
細
は
不
明
な
が
ら
も
、
こ
う
し
た
歴
史
的
流
れ
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
予
測
で
き
よ
う
。

　

神
楽
の
「
式
三
番
」
が
申
楽
・
能
楽
に
淵
源
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
在
地
の
神
楽
に
取
り
込
ま
れ
た
の
か

に
つ
い
て
は
、
史
資
料
が
僅
か
で
現
時
点
で
は
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
は
宮
中
神
楽
が
い
か
に
し
て
民
間
化
、
在
地
化
し
て
い
っ
た
の

か
と
い
う
課
題
と
同
じ
で
、
現
在
行
い
得
る
の
は
現
状
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
在
地
神
楽
へ
の
「
式
三
番
」
規
範
の
受
容
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
従
来
の
研
究
で
は
在
地
神
楽
の
「
式
三
番
」
に
つ
い
て
は
、
淵
源
が
明
ら
か
で
あ
る
が
故
か
、
管
見
の
限
り
で
は
椎
葉
神
楽

か
ら
の
渡
辺
伸
夫
の
論
述
が
あ
る
程
度
で
研
究
は
進
ん
で
い
な
い
か
ら
で
も
あ
る
。

　

本
稿
は
こ
う
し
た
研
究
動
向
に
も
基
づ
い
て
い
る
が
、
渡
辺
伸
夫
は
長
年
の
椎
葉
神
楽
の
研
究
か
ら
、

　
　

�　

椎
葉
神
楽
の
中
に
、
式
三
番
と
称
し
て
特
に
重
要
視
す
る
曲
が
あ
る
。
そ
の
曲
は
所
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
神
楽
次
第
の
は
じ
め
の
舞
神
楽

三
番
を
さ
す
こ
と
が
多
い
。
ま
た
舞
神
楽
に
必
ず
し
も
限
定
せ
ず
、
三
番
以
上
の
舞
を
式
三
番
と
称
し
て
い
る
所
も
あ
る
。
一
般
に
式
三
番
は
、
神
事
舞
・

儀
式
舞
と
し
て
、
式
三
番
以
外
の
曲
と
は
意
識
の
上
で
も
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
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と
、
ま
と
め
て
い
る
。
椎
葉
神
楽
の
「
式
三
番
」
は
渡
辺
の
い
う
通
り
で
、
こ
の
見
解
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
。
渡
辺
は
、
こ
の
よ
う
に
全
体
を
捉
え
た
上
で
、

さ
ら
に
椎
葉
神
楽
の
「
式
三
番
」
の
具
体
的
な
特
徴
を
九
点
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
神
楽
に
お
け
る
「
式
三
番
」
の
位
置
づ
け
が
理
解
で
き
る
の
で
、

村
内
各
地
区
の
伝
承
の
要
点
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る（

（1
（

。

①
式
三
番
が
終
わ
る
ま
で
、
そ
の
場
に
い
る
者
は
膝
を
崩
し
て
は
な
ら
な
い
。

②
式
三
番
が
終
わ
る
ま
で
、
観
客
は
囃
し
（
せ
り
歌
）
を
出
し
て
は
い
け
な
い
。

③
黒
不
浄
の
家
の
者
は
式
三
番
の
間
は
神
楽
宿
に
入
れ
な
い
、
産
穢
期
間
の
産
婦
は
式
三
番
の
間
、
神
楽
宿
の
土
間
に
い
て
座
敷
に
は
あ
が
れ
な
い
。

④
式
三
番
が
終
わ
る
と
酒
肴
が
配
ら
れ
、
食
事
・
飲
食
が
で
き
、
ま
た
、
こ
こ
で
役
職
者
の
挨
拶
な
ど
も
あ
る
。

⑤
式
三
番
の
間
は
、
祝
子
（
舞
手
な
ど
神
楽
の
奏
上
者
）
は
白
張
を
着
用
し
、
御
神
屋
の
外
に
は
出
な
い
。

⑥
式
三
番
の
と
き
に
大
夫
が
数
珠
を
繰
っ
て
神
が
式
三
番
を
受
け
取
っ
た
か
ど
う
か
の
鬮
を
み
る
（
木
浦
の
神
楽
）。

⑦�

神
楽
に
は
神
楽
次
第
の
数
（
演
目
数
）
に
よ
っ
て
小
祭
、
中
祭
、
大
祭
と
い
う
規
模
が
あ
る
が
、
式
三
番
は
す
べ
て
に
舞
わ
れ
、
神
迎
え
に
際
し
て
神
社
拝

殿
で
も
舞
わ
れ
る
。

⑧
病
気
治
癒
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
願
掛
け
を
し
、
そ
れ
が
叶
っ
た
と
き
に
は
願
成
就
の
神
楽
を
あ
げ
て
も
ら
う
が
、
こ
れ
に
は
願
主
の
家
で
式
三
番
が
舞
わ
れ
た
。

⑨
神
楽
は
鎮
守
社
の
冬
の
大
祭
に
斎
行
さ
れ
る
が
、
こ
れ
以
外
の
春
・
夏
・
秋
の
例
祭
に
は
式
三
番
が
奉
納
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
椎
葉
神
楽
で
は
、「
式
三
番
」
斎
行
に
あ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
規
範
が
伝
承
、
継
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
式
三
番
は
（
１
）
神
楽
斎
行
の

次
第
、
演
目
の
な
か
で
は
、
多
く
の
場
合
必
須
な
存
在
で
あ
り
、
全
演
目
を
斎
行
す
る
時
以
外
に
も
舞
わ
れ
る
。（
２
）
神
楽
次
第
で
は
「
式
三
番
」
が
一
つ

の
区
切
り
と
な
り
、
神
楽
を
舞
う
祝
子
や
こ
の
場
に
集
う
村
人
な
ど
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
律
が
あ
っ
て
、「
式
三
番
」
は
神
事
と
し
て
の
性
格
が
強

い
の
が
わ
か
る
。
椎
葉
神
楽
の
「
式
三
番
」
の
位
置
づ
け
や
性
格
は
こ
れ
ら
（
１
）（
２
）
に
集
約
で
き
、
宮
崎
県
内
の
多
く
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
が
、
こ

れ
を
も
つ
神
楽
の
分
布
や
「
式
三
番
」
演
目
と
地
域
差
な
ど
、
検
討
す
べ
き
点
は
い
く
つ
も
あ
る
。

22-12-169_005-小川直之氏.indd   4822-12-169_005-小川直之氏.indd   48 2023/02/16   9:07:322023/02/16   9:07:32



49

「
式
三
番
」
神
楽
の
分
布
と
そ
の
類
型

　

宮
崎
県
内
で
伝
承
、
継
承
さ
れ
て
い
る
神
楽
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
そ
の
次
第
、
番
付
（
演
目
）
構
成
が
明
ら
か
に
な
っ
て
は
い
な
い
が
、
現
時
点
で
確
認

し
得
る
資
料
か
ら
「
式
三
番
」
演
目
を
も
つ
神
楽
を
一
覧
に
す
る
と
表
の
よ
う
に
な
る
。
表
で
は
先
に
あ
げ
た
（
１
）（
２
）
を
指
標
に
入
れ
、「
式
三
番
」
と

さ
れ
る
神
楽
演
目
は
何
か
、
こ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
規
律
が
あ
る
の
か
、
そ
し
て
「
式
三
番
」
は
ど
の
よ
う
な
機
会
に
舞
わ
れ
る
の
か
を
ま
と
め
た
。
情
報
が

不
十
分
な
事
例
も
あ
る
も
の
の
「
式
三
番
」
が
確
認
で
き
た
の
は
、
県
内
神
楽
二
〇
四
の
う
ち
の
七
十
で
、
約
三
分
の
一
の
神
楽
が
こ
れ
を
伝
承
し
て
い
る
。

ま
ず
、
そ
の
分
布
を
み
て
い
く
と
、
図
２
の
よ
う
に
県
北
西
部
の
九
州
山
地
に
立
地
す
る
高
千
穂
町
、
日
之
影
町
、
椎
葉
村
に
圧
倒
的
に
多
く
、
こ
れ
ら
に
隣

接
す
る
五
ヶ
瀬
町
、
諸
塚
村
、
美
郷
町
、
日
向
市
（
旧
東
郷
町
）
か
ら
木
城
町
、
西
都
市
（
旧
東
米
良
村
）、
西
米
良
村
へ
と
広
が
っ
て
い
る
。
高
千
穂
町
・

日
之
影
町
・
椎
葉
村
か
ら
南
に
離
れ
る
ほ
ど
「
式
三
番
」
の
伝
承
は
少
な
く
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
ら
と
は
離
れ
て
県
南
部
の
日
南
市
（
旧
南
郷
町
）、
霧
島
の

麓
の
高
原
町
で
も
「
式
三
番
」
が
僅
か
に
確
認
で
き
る
。

　
「
式
三
番
」
の
伝
承
、
継
承
地
に
は
明
確
な
分
布
の
偏
り
が
あ
り
、
高
千
穂
町
と
日
之
影
町
に
色
濃
く
、
そ
の
南
に
位
置
す
る
椎
葉
村
で
は
北
部
で
多
く
が

確
認
で
き
る
。「
式
三
番
」
演
目
の
形
成
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
こ
う
し
た
分
布
の
偏
り
の
意
味
が
課
題
と
な
る
と
指
摘
で
き
る
。
分
布
状
況
と
と
も
に
重
要

な
の
は
、
継
承
さ
れ
て
い
る
「
式
三
番
」
演
目
の
内
容
を
見
て
い
く
と
、
特
定
の
三
演
目
に
限
定
し
て
い
る
三
演
目
型
、
三
演
目
を
超
え
る
多
く
の
演
目
群
を

「
式
三
番
」
と
す
る
多
数
演
目
型
、
一
つ
の
演
目
が
「
式
三
番
」
と
命
名
さ
れ
て
い
る
単
独
演
目
型
の
三
類
型
が
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
椎
葉
神
楽
か
ら
の
渡
辺

の
「
式
三
番
」
の
説
明
を
よ
り
明
確
に
す
る
と
こ
う
し
た
三
類
型
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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表　宮崎県の神楽にみる「式三番」（★は着面舞）
市町村名 神楽団体 「式三番」演目 「式三番」規律 「式三番」斎行 類型 出典
高千穂町 五ヶ所神楽 神おろし・とおしい（東西）・幣神添 夜神楽祭、７月例大祭 ● A

河内神楽 神降、鎮守、杉登（★入鬼神あり） この後に神事
夜神楽祭、紀元祭、春秋彼岸中日、
春秋の大祭、二百十日祭、天神祭（入
鬼神に代わり天神様）

●
A

上田原神楽 神おろし、鎮守、杉登（★入鬼神あり）この後祝詞奏上・玉串奉奠、外庭で食事振舞 日神楽祭、晦日祭 ● A

下田原神楽 神おろし・鎮守・杉登（★入鬼神あり）この後に祝詞奏上、玉串奉奠、直会
夜神楽祭、春祭り、１月４日太鼓
の口開け

● A

黒口神楽 神おろし、鎮守、杉登（★入鬼神あり） 夜神楽祭、新嘗祭、春の大祭 ● A

下組神楽 夜神楽祭、新嘗祭、歳旦祭・太鼓
の口開け、春の大祭に「式三番」 A

押方五ヶ村神楽 鎮守、神颪、杉登（★入鬼神がある）この後に直会、神庭内で盃事 夜神楽祭 ● A

押方嶽宮神楽 神おろし、鎮守、杉登（★入り柴、
入鬼神） この後に「式三番御神酒上」 秋大祭、大晦日・歳旦、旧暦初午、彼岸中日

● A

上野神楽 神おろし、鎮守、杉登
夜神楽祭、元旦の太鼓の口開け、
５月春祭り、大黒祭、初午・霜月
の稲荷祭

●
A

下野神楽 神おろし・鎮守・杉登（★入鬼神あり）この後に直会、御神酒・肴の振舞 夜神楽祭、歳旦祭、春秋の大祭 ● A

上寺神楽 神おろし、鎮守、杉登 日神楽祭 ● A

日出神楽 神おろし・鎮守・杉登 二ツ嶽神社例大祭、大猿渡集落・
栃ノ木集落の日神楽祭

● A

黒原神楽 神おろし・鎮守・杉登 神楽宿で日神楽祭、旧暦１月11日
の太鼓の口開け

● A

上永ノ内神楽 神降、鎮守、杉登（★入鬼神あり） 夜神楽祭 ● A
岩戸五ヶ村神楽 神颪・鎮守・杉登（★入鬼神舞い込み） ● A

野方野神楽 神おろし・鎮守・杉登（★入鬼神あり）この後に直会の盃事 夜神楽祭、天岩戸神社神楽、春大
祭

● A

浅ヶ部神楽 神颪・鎮守・杉登（★入鬼神舞い込み）この後に「楽屋入り」の式で、直会となる
夜神楽祭、歳旦祭、初午祭、彼岸
中日、稲荷祭

● A

上川登神楽 神降、鎮守、杉登 日神楽祭 ● A
中川登神楽 神おろし・鎮守・杉登 日神楽祭 ● A

後川内神楽 神おろし・鎮守・杉登 菊之宮神社秋祭、比波里天神祭、
１月の太鼓の口開け

● A

二上神楽 神おろし・鎮守・杉登（★入鬼神あり）この後に「式三番直会」の盃事 夜神楽祭 ● A

椎屋谷神楽 神降・鎮守・杉登（★入鬼神あり） 日神楽祭、高千穂太郎祭 ● A
向山神社神楽 神おろし、鎮守、杉登 向山神社春祭り ● B
丸小野神楽 神おろし・鎮守・杉登 日神楽祭、向山神社春祭り ● A

尾狩神楽 とうせい、鎮守、杉登（★「山中様」
という入鬼神） この後に「直会」 夜神楽祭（神楽宿） ● A

秋元神楽 神颪・鎮守・杉登（★入鬼神舞い込み）この後に祝詞奏上、氏子祭 夜神楽祭、小正月の水神祭、彼岸
祭

● A

日之影町 椎谷神楽 神降、鎮守、杉登（★入鬼神あり） 椎谷（秋葉）神社例大祭、春祭り ● A
一の水神楽 鎮守、神降、御幣 「式三番」は必ず舞う 一水神社例大祭 ● A

波瀬神楽 鎮守、神おろし、幣神添（★鬼神の
舞込） 波瀬神社例祭、その前日（よど神楽） ● A

平清水神楽 鎮守、神おろし、杉登（★入鬼神あり） 平清水神社例祭、天神祭、稲荷祭 ● A
新畑神楽 鎮守、神おろし、幣神添 新畑神社例祭 ● A

松の内神楽 鎮守、神おろし、幣神添（★面舞が
入る） 松の内神社例祭、歳旦祭 ● A

大菅神楽
鎮守、幣神添（★鬼神）、神颪
（文献Cでは、雲下ろし、鎮守、神
下ろしを式三番とする）

「式三番」は必ず舞う 半夜神楽（深夜０時頃まで）
●

A・C

楠原神楽 鎮守、神おろし、杉登（★入鬼神） 楠原神社の春・夏・12月大祭、
十五夜祭り

● A

鹿川神楽 鎮守、神おろし、杉登（★入鬼神） 鹿川神社例祭 ● A
古園神楽 東西、鎮守、杉登（★天神が入る） 古園神社例祭、稲荷神社例祭 ● A

大人神楽 東西、鎮守（この後に★太子様 、★
天神様が入る）、杉登 神社での神迎えにも舞う 夜神楽祭 ● A

大楠神楽 東西、鎮守、杉登 大楠神社例大祭 ● A
宮水神楽 鎮守、神おろし、神添（★入鬼神あり） 宮水神社例祭、春の大祭 ● A
小崎神楽 とうせい、鎮守、杉のぼり 小崎神社例大祭 ● A
興地神楽 遠征（とおせい）、鎮守、杉の森 神社で「式三番」のみ ● A

延岡市 美々地神楽 東西（とおせい）、鎮守、杉登 美々地神社例大祭 ● A

大峡神楽
鎮守・ヒラテ・舞の手・幣の手・三
番荒神の５番（鎮守・幣の手・三番
荒神が略式３番）

「式三番」が終わってからお
茶を飲んでいい 竹谷神社例大祭

■
● A

五ヶ瀬町
鞍岡祇園神楽 地神楽、場神楽、★地荒神

天津神社例大祭、祇園神社例大祭・
秋例祭、妙見神社例祭、２月の舞
始めの儀、11月の舞納めの儀

●
A
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椎葉村 財木神楽 日月、大神、地割 「式三番」後に一番座の酒肴 財木神社に奉納 ● A・H

胡摩山神楽 日月、大神
「式三番」後に一番座の酒肴
が出て、年の男が荒神の出番
を告げ、神主が場を清める

天満宮拝殿、夜神楽祭
●

D

木浦神楽 日月（一神楽）、大神２番 「式三番」後に食事を出す 昼神楽、９月の天神祭 ● A

仲塔神楽 日月、大神、★荒神 「式三番」の後に食事となり、
次の「一番座」に移る

旧暦５月の春祭りと12月の神楽大
祭に天神社に「式三番」を奉納

● A・F

奥村神楽 有長（あんなか）、日月、大神 「式三番」の後に食事 奥村神社例祭11月第三土曜 ● A
十根川神楽 「式三番」といい４、５番がある 夜神楽翌朝神社で「式三番」 ■ A

栗の尾神楽 一神楽、扇の手、宮神楽 「宮神楽」として神迎えとし
て神社で「式三番」を舞う

日神楽祭（天満宮・森鹿倉・稲荷
各神社、日神楽斎場で「式三番」）

● A・D

畑・鳥の巣神楽 畑神社で「式三番」 A
夜狩内神楽 一神楽、座付、上の重 「式三番」後祝子たちは食事 夜神楽祭 ● A

尾前神楽
一神楽、大神神楽、花の手が「仮の
式三番」で、これを含め「森の下」
までが「本当の式三番」

仮の式三番が済むと「しゅう
しゃ」による「座直し」があ
り区長などの挨拶。次から囃
し（せり歌）を出していい。
本当の式三番が済むと観客が
御神屋に入り、飾りの幣をも
ぎ取る。

夜神楽祭

●
■

H

向山日当神楽 扇の手、花の手、地割上中下 夜神楽祭、１月中旬の太鼓の口開
け

● A

追手納神楽 一神楽、扇の手、大神神楽 「式三番」後に神楽せり歌を
出していい

夜神楽祭、鏡開き時の太鼓の口開
け

● A・D

向山日添神楽
一神楽、扇の手、地割（この３番は
宮神楽で、神迎えで神社拝殿でも舞
う）

「式三番」までは舞手は笠を
被る。「式三番」後から囃し・
せり歌を出していい。

夜神楽祭、１月11日の太鼓の口開
け

●
A・D・E

古枝尾神楽 ２番一神楽から10番「三熊（みくま）」
までが「式三番」

「式三番」後まで膝を崩せな
かった、産婦は神楽の座敷に
あがれなかった。神楽せり歌
も「式三番」後から出せる。「式
三番」後に食事の振る舞い

夜神楽祭

■

A・D

不土野神楽

５番壱神楽から15番「みくま」まで
が「式三番」（式三番を「一こうや」
というが、通常「一こうや」は「扇」
「御幣」「みくま」の三番をさす）

「式三番」までは膝を崩せず、
神楽せり歌も出せない。「式
三番」後から食事をしていい

夜神楽祭

■

A・E

嶽之枝尾神楽

12番に「平手式三番」（２人舞）
平祭の時には「平手」といい、３年
に１度の大祭には「平手式三番」と
呼ばれた。現在は大祭形式で毎年斎
行されている。

夜神楽祭

▲

A・E

小崎・川の口神楽 日月までが「式三番」 「式三番」後から食事をして
いい 小崎神社例祭 ■ A

栂尾神楽

壱神楽、稲荷神楽、大神神楽（上中下）
（稲荷と大神の間に鬼神が入るが、こ
れは式三番に含まれない）
文献Aでは15番の「大神下」までが
「式三番」

「式三番」が済むまで祝子は
白張りを着、御神屋の外には
出なかった。「式三番」のうち、
大神は妻が妊娠していると祝
子は舞えない。「式三番」後
から食事をしていい。

夜神楽祭
かつては大祭の翌日の礼祭りに拝
殿で舞い、また「待ちもうけ祭」「え
んち祭」でも舞った。

●
■

A・E

諸塚村 家代神楽 地割、とうせい、面（八幡） 現在は「式三番」のみ家代神社例
祭

● A

小原井神楽 とうせい（東西）、鬼神、おだいじん
（御大神）

小原井神社の霜月祭り・春祭りで
昼神楽。春神楽では日が暮神楽が
「式三番」を奉納

●
A

美郷町 渡川神楽 ３番に「式三番」（引三番）という烏
帽子での２人舞

渡川神社11月大祭、夏祭りは「式
三番」のみ

▲ A・B

山瀬島戸神楽 東誓、御大神、地割（連続する番付
ではない）

● C

門川町 門川神楽 鎮守、幣の手、三番荒神を三番神楽
とする この３つが舞の基本 尾末神社・中山神社・庵川神社・

加草神社などの祭礼
● A

日向市 羽坂神楽
（旧東郷町） 有長、氏神大神、地割 羽坂神社の秋祭り ● A

木城町・
高鍋町など 六社連合大神事

一神楽、舞上、●鬼神など５番（現
在なし）

■ A

木城町 中之又神楽 「三番神楽」といい、奉賛舞、鹿倉舞、
舞上

鎮守神社夜神楽祭、中之又内４地
区の小祭り

● A

西都市
尾八重神楽 清山、幣差、大神

この後に「ノリ付けの儀」と
いい支度部屋で御神酒の振る
舞い

夜神楽祭
●
■ A・G

西米良村 村所神楽 清山、幣差、御神体舞（八幡様） 17番大山祇命までが「神神楽」
で、この後にシメ拝み 夜神楽祭 ●

■ A

日南市 榎原神社神楽 １番に「式三番舞」（２人舞、１人入
鬼神）

三番叟の舞いで、祝いの席で
舞う ４月中旬の昼神楽 ▲ A・B

高原町 祓川神楽 ６番に「式参番」（子どもの二人舞） 夜神楽祭 ▲ A
類型　●：三演目型　　■：多数演目型　　▲：単独演目型
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県
神
社
庁
『
宮
崎
の
神
楽
と
特
殊
神
事
』
二
〇
二
〇
年
十
月

Ｃ
：
山
口
保
明
『
宮
崎
の
神
楽　

祈
り
の
原
質
・
そ
の
伝
承
と
継
承
』
鉱
脈
社
、
二
〇
〇
〇
年
十
月

Ｄ
：
椎
葉
村
教
育
委
員
会
『
椎
葉
神
楽
調
査
報
告
書　

第
一
集
』
一
九
八
二
年
三
月

Ｅ
：
椎
葉
村
教
育
委
員
会
『
椎
葉
神
楽
調
査
報
告
書　

第
二
集
』
一
九
八
三
年
三
月

Ｆ
：
椎
葉
村
教
育
委
員
会
『
椎
葉
神
楽
調
査
報
告
書　

第
三
集
』
一
九
八
四
年
三
月

Ｇ
：
尾
八
重
神
社
・
尾
八
重
神
楽
保
存
会
『
西
都
市
米
良
山
中　

尾
八
重
神
楽
』
二
〇
一
一
年
十
一
月

Ｈ
：
渡
辺
伸
夫
『
椎
葉
神
楽
発
掘
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
二
年
六
月
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図
２　

宮
崎
県
の
神
楽
に
お
け
る
「
式
三
番
」
演
目
の
分
布

（
●
：
三
演
目
型　

■
：
多
数
演
目
型　

▲
：
単
独
演
目
型
）
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こ
の
「
式
三
番
」
の
類
型
を
分
布
状
況
と
組
み
合
わ
せ
て
見
て
い
く
と
、
高
千
穂
町
、
日
之
影
町
、
延
岡
市
、
さ
ら
に
五
ヶ
瀬
町
、
諸
塚
村
は
確
認
で
き
た

「
式
三
番
」
は
す
べ
て
三
演
目
型
で
、椎
葉
村
で
は
こ
れ
ら
の
町
村
に
近
い
北
部
は
三
演
目
型
で
南
部
に
な
る
と
多
数
演
目
型
が
目
立
ち
、こ
の
傾
向
は
木
城
町
・

西
都
市
・
西
米
良
村
に
も
続
い
て
い
る
。
ま
た
、
単
独
演
目
型
は
椎
葉
村
、
美
郷
町
、
高
原
町
、
日
南
市
に
限
定
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宮
崎
県
で
は
北
部
山

間
地
域
の
神
楽
に
は
三
演
目
型
式
三
番
が
色
濃
く
形
成
、
継
承
さ
れ
、
椎
葉
村
南
部
か
ら
米
良
山
地
域
に
か
け
て
は
多
数
演
目
型
も
あ
り
、
こ
の
地
域
に
は
単

独
演
目
型
も
あ
っ
て
、
単
独
演
目
型
は
分
布
が
飛
ん
で
県
南
部
に
も
あ
る
と
ま
と
め
ら
れ
る
。

三
演
目
型
式
三
番
の
演
目
構
成

　
「
式
三
番
」
演
目
を
持
つ
神
楽
の
一
覧
表
か
ら
県
内
分
布
と
そ
の
類
型
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
以
下
で
は
類
型
ご
と
に
演
目
内
容
を
み
て
い
く
。
細
か

な
芸
態
に
ま
で
は
触
れ
な
い
が
、「
式
三
番
」
の
検
討
は
、
神
楽
次
第
で
は
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
が
重
要
で
あ
る
の
で
、
一
覧
か
ら
い
く
つ
か
を
抽

出
す
る
か
た
ち
で
内
容
を
検
討
し
て
い
く
。

　

三
演
目
型
式
三
番
の
分
布
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
通
り
で
、
県
内
の
「
式
三
番
」
と
し
て
は
こ
の
型
が
も
っ
と
も
多
く
、
こ
れ
を
基
本
型
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
が
、演
目
構
成
を
み
て
い
く
と
選
ば
れ
て
い
る
三
演
目
に
は
地
域
に
よ
っ
て
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
高
千
穂
町
で
は
直
面
（
素
面
）
舞
の
「
か
み
お
ろ
し
」

「
鎮
守
」「
杉
登
」
の
三
番
を
「
式
三
番
」
と
す
る
場
合
が
大
半
で
あ
る
。「
か
み
お
ろ
し
」
は
、
現
地
で
は
「
神
降
ろ
し
」「
神
降
」「
神
颪
」
と
い
う
表
記
の

差
異
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
三
人
が
烏
帽
子
を
被
っ
て
の
鈴
・
扇
の
採
物
舞
で
あ
る
。「
鎮
守
」
は
二
人
が
烏
帽
子
あ
る
い
は
毛
笠
を
被
っ
て
の
鈴
・
扇
の
採

物
舞
、「
杉
登
」
は
二
人
が
烏
帽
子
を
被
っ
て
の
鈴
・
扇
、
幣
の
採
物
舞
で
、
前
半
の
舞
の
後
に
鬼
神
の
面
を
着
け
た
舞
が
入
り
、
こ
れ
を
「
入
鬼
神
（
い
り

き
じ
ん
）」
と
称
し
て
い
る
。
鬼
神
後
に
採
物
舞
の
「
杉
登
」
後
半
が
あ
っ
て
終
わ
る
。
こ
の
「
式
三
番
」
が
終
わ
る
と
、
祝
詞
奏
上
や
御
神
酒
上
げ
な
ど
の

神
事
が
あ
り
、「
直
会
」
と
呼
ん
で
の
食
事
と
な
る
。

　

高
千
穂
町
の
「
式
三
番
」
に
は
、
こ
の
「
神
降
・
鎮
守
・
杉
登
」
型
と
、
数
は
少
な
い
が
、「
鎮
守
」
あ
る
い
は
「
神
降
」
の
代
わ
り
に
「
と
お
し
い
」
と

か
「
と
う
せ
い
」
と
呼
ぶ
「
東
西
」
が
入
っ
た
り
、「
杉
登
」
の
代
わ
り
に
「
幣
神
添
」
が
入
っ
た
り
す
る
型
も
あ
る
。「
東
西
」「
幣
神
添
」
が
入
る
型
は
、
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表
で
わ
か
る
よ
う
に
日
之
影
町
で
は
、
町
域
を
東
西
に
流
れ
る
五
ヶ
瀬
川
の
北
岸
地
区
で
は
「
杉
登
」
に
代
わ
っ
て
「
幣
神
添
」
が
、
南
岸
地
区
で
は
「
神
降
」

に
代
わ
っ
て
「
東
西
」
が
入
る
場
合
が
多
い
。「
東
西
」
は
烏
帽
子
を
被
っ
た
直
面
の
四
人
舞
で
、
鈴
と
扇
を
持
つ
採
物
舞
で
、「
神
降
」
と
は
芸
態
が
違
う
。

　

日
之
影
町
に
は
、
演
目
名
だ
け
で
い
え
ば
「
神
降
・
鎮
守
・
杉
登
」
型
と
「
東
西
」
型
、「
幣
神
添
」
型
の
三
つ
の
型
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
高
千
穂
町
で

は
最
北
部
の
五
ヶ
所
神
楽
が
「
神
降
ろ
し
」「
東
西
」「
幣
神
添
」
を
「
式
三
番
」
と
し
て
お
り
、
こ
の
組
合
せ
が
日
之
影
町
の
「
式
三
番
」
に
つ
な
が
っ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、「
東
西
」
が
入
る
「
式
三
番
」
は
諸
塚
村
に
も
あ
り
、
美
郷
町
の
山
瀬
島
戸
神
楽
の
「
東
誓
」
も
「
と
う
せ
い
」
で
「
東
西
」
と
理

解
で
き
る
。

　

高
千
穂
町
の
南
に
あ
る
五
ヶ
瀬
町
の
鞍
岡
祇
園
神
楽
の
「
式
三
番
」
は
「
地
神
楽
」「
場
神
楽
」「
地
荒
神
」
を
い
い
、「
三
番
神
楽
」
と
も
呼
ば
れ
、「
地
神

楽
」
は
神
楽
始
め
の
直
面
の
四
人
舞
で
烏
帽
子
を
被
り
、
白
張
の
舞
衣
を
着
て
鈴
と
扇
を
持
つ
採
物
舞
で
、「
東
西
」
に
近
い
舞
と
い
え
る
。「
場
神
楽
」
は
四

人
の
直
面
の
舞
で
、
頭
に
は
毛
笠
を
被
り
、
鈴
・
扇
を
持
つ
採
物
舞
で
高
千
穂
町
な
ど
の
「
鎮
守
」
と
は
異
な
る
。「
地
荒
神
」
は
毛
笠
を
被
っ
て
神
面
を
着

け
た
一
人
舞
で
、
地
元
で
は
猿
田
彦
舞
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、「
地
荒
神
」
の
名
か
ら
は
、
高
千
穂
町
な
ど
の
「
杉
登
」
の
「
入
鬼
神
」
が
独
立
し
た
舞
と

も
考
え
ら
れ
る
。

　

椎
葉
村
の
「
式
三
番
」
は
、「
日
月
」
あ
る
い
は
「
一
神
楽
」
が
大
半
に
入
り
、
こ
れ
に
「
大
神
」「
大
神
神
楽
」
が
加
わ
る
場
合
が
多
い
。「
日
月
」「
一
神

楽
」
と
も
直
面
の
二
人
の
採
物
舞
で
あ
る
が
、
採
物
は
鈴
・
扇
と
幣
、「
一
神
楽
」
は
太
刀
と
鈴
の
場
合
が
あ
り
、
完
全
に
は
同
一
で
は
な
い
。「
大
神
」「
大

神
神
楽
」
は
直
面
二
人
の
採
物
舞
で
、
こ
の
二
演
目
の
ほ
か
「
花
の
手
」「
扇
の
手
」「
地
割
」「
座
付
」「
上
の
重
」「
稲
荷
神
楽
」
が
入
っ
て
、
高
千
穂
町
・

日
之
影
町
の
「
式
三
番
」
に
比
べ
る
と
演
目
構
成
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。

　

先
に
あ
げ
た
諸
塚
村
の
「
式
三
番
」
は
、「
東
西
」
の
ほ
か
は
「
御
大
神
」「
地
割
」、
神
面
舞
（
八
幡
）、「
鬼
神
」、
美
郷
町
で
は
「
東
誓
」
の
ほ
か
「
御
大

神
」「
地
割
」
で
、「
東
西
」
以
外
は
椎
葉
村
の
「
式
三
番
」
演
目
と
共
通
点
が
あ
る
。
日
向
市
内
陸
部
の
羽
坂
神
楽
は
「
有
長
」「
氏
神
大
神
」「
地
割
」
で
、

こ
れ
ら
の
演
目
は
椎
葉
村
の
神
楽
で
「
式
三
番
」
演
目
と
な
っ
て
い
る
。

　

三
演
目
型
式
三
番
の
分
布
で
は
も
っ
と
も
南
部
に
位
置
す
る
西
都
市
の
尾
八
重
神
楽
は
「
清
山
」「
幣
差
」「
大
神
」
が
「
式
三
番
」
で
、「
清
山
」
は
直
面

の
二
人
舞
で
鈴
・
扇
の
採
物
舞
、「
幣
差
」
も
直
面
の
鈴
・
扇
を
持
つ
二
人
舞
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
次
番
の
「
花
鬼
神
」
の
「
地
舞
」
で
、
花
鬼
神
を
導
き
出
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す
舞
と
な
っ
て
い
る
。「
大
神
」
は
「
大
神
神
楽
」
と
も
い
い
、直
面
で
鈴
と
榊
葉
を
持
つ
二
人
舞
で
あ
る
。「
幣
差
」
は
高
千
穂
町
の
神
楽
で
い
え
ば
「
杉
登
」

と
同
様
な
型
を
も
ち
、「
清
山
」
は
直
面
二
人
舞
と
い
う
こ
と
で
は
椎
葉
村
の
「
日
月
」「
一
神
楽
」
と
同
じ
で
あ
り
、「
大
神
神
楽
」
は
椎
葉
村
の
「
式
三
番
」

に
も
あ
る
。
尾
八
重
神
楽
と
同
じ
米
良
山
地
域
に
あ
る
村
所
神
楽
で
は
、「
清
山
」「
幣
差
」
と
御
神
体
舞
で
あ
る
「
八
幡
様
」
が
「
式
三
番
」
で
あ
る
と
い
い
、

こ
の
内
の
「
幣
差
」
は
「
大
王
様
」「
爺
様
」「
婆
様
」「
七
つ
面
」
の
「
地
舞
」
で
こ
れ
ら
の
神
々
を
導
き
出
す
舞
に
な
っ
て
い
る
。
高
千
穂
町
の
神
楽
で
は
「
杉

登
」
に
「
入
鬼
神
」
が
あ
り
、
尾
八
重
神
楽
と
村
所
神
楽
の
「
幣
差
」
は
こ
れ
と
同
じ
型
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
尾
八
重
神
楽
と
村
所
神
楽
に
お

い
て
は
、
高
千
穂
町
や
椎
葉
村
で
伝
承
、
継
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
三
演
目
に
よ
る
「
式
三
番
」
に
よ
る
規
範
は
確
認
で
き
な
い
。
神
楽
は
地
区
の
鎮
守
社
大

祭
と
し
て
の
夜
神
楽
祭
だ
け
で
な
く
、
歳
旦
祭
、
春
秋
の
彼
岸
中
日
の
祖
霊
祭
な
ど
で
も
舞
わ
れ
る
が
、
こ
の
時
の
演
目
を
「
式
三
番
」
に
特
化
す
る
と
い
う

意
識
も
薄
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
神
楽
舞
へ
の
囃
し
で
あ
る
「
せ
り
歌
」
の
規
律
は
三
演
目
の
「
式
三
番
」
と
は
別
に
存
し
て
い
る
。
表
中
の
式
三
番
類
型
で

こ
の
二
つ
の
神
楽
に
三
演
目
型
（
●
）
と
多
数
演
目
型
（
■
）
の
両
方
を
付
し
て
い
る
の
は
、
三
演
目
を
超
え
る
い
く
つ
も
の
連
続
す
る
演
目
群
の
後
に
規
範

が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。椎
葉
村
の
栂
尾
神
楽
に
も
両
方
の
類
型
を
付
し
て
い
る
が
、継
鹿
尾
に
は
三
演
目
型
と
多
数
演
目
型
の
両
方
の
規
範
が
あ
る
こ
と
に
拠
っ

て
お
り
、
尾
八
重
神
楽
、
村
所
神
楽
と
は
や
や
異
な
る
。

　

三
演
目
型
式
三
番
の
演
目
構
成
を
概
観
す
る
と
以
上
の
よ
う
に
な
る
が
、
全
体
と
し
て
み
て
い
く
と
、
高
千
穂
町
・
日
之
影
町
で
の
「
式
三
番
」
構
成
は
、

前
述
し
た
よ
う
に
「
神
降
・
鎮
守
・
杉
登
」
型
を
中
心
に
し
て
、「
東
西
」
型
、「
幣
神
添
」
型
の
い
ず
れ
か
に
な
っ
て
い
て
広
範
囲
に
定
型
化
し
て
い
る
が
、

椎
葉
村
に
な
る
と
「
日
月
」
か
「
一
神
楽
」
に
「
大
神
」
が
加
わ
り
、も
う
一
演
目
は
神
楽
に
よ
っ
て
変
化
し
、「
式
三
番
」
の
演
目
構
成
は
や
や
流
動
的
に
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
多
数
演
目
型
は
椎
葉
村
以
南
に
見
ら
れ
、
規
範
を
も
つ
神
楽
次
第
の
範
囲
が
広
く
な
っ
て
お
り
、「
式
三
番
」
演
目
の
形
成
が
高
千
穂
町
な

ど
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

三
演
目
型
式
三
番
の
特
徴
と
次
第
規
範
・
禁
忌

　

宮
崎
県
の
神
楽
が
ど
の
よ
う
な
演
目
を
「
式
三
番
」
と
す
る
か
、演
目
名
に
よ
っ
て
見
て
い
く
と
以
上
の
よ
う
に
な
る
が
、次
に
は
こ
れ
ら
が
神
楽
次
第
（
神
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楽
番
付
）
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
具
体
的
に
あ
げ
て
い
く
。
な
お
、
次
第
は
神
楽
宿
な
ど
神
楽
斎
場
で
の
も
の
を
中
心
に
し
、
演
目
名

は
現
地
の
表
記
に
従
っ
て
記
し
て
い
く
。「
式
三
番
」
演
目
と
そ
の
規
律
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
に
し
、「
採
物
」
は
直
面
採
物
舞
、
★
は
着
面
舞
で
あ
る
。
網
が
け
は

他
の
神
楽
で
は
「
式
三
番
」
と
な
っ
て
い
る
演
目
で
あ
る
。

　

高
千
穂
町
・
下
田
原
神
楽
次
第
（
表
の
出
典
Ａ
に
拠
る
）

舞
込
み　

①
彦
舞
（
一
人
★
）　

②
太
伊
殿
（
四
人
採
物
）　

③
神
お
ろ
し
（
三
人
採
物
）　
④
鎮
守
（
二
人
採
物
）　
⑤
杉
登
（
二
人
採
物
＋
★
入
鬼
神
）　〈
神

事
・
直
会
・
食
事
振
舞
〉　
⑥
地
固
（
四
人
採
物
）　　

⑦
袖
花
（
五
人
採
物
）　

⑧
幣
神
添
（
二
人
採
物
＋
★
道
下
荒
神
）　

⑨
武
智
神
添
（
二
人
採
物
）　

⑩

八
鉢
（
一
人
★
）　

⑪
住
吉
（
四
人
採
物
）　

⑫
岩
潜
り
（
四
人
採
物
）　
〈
よ
な
が
り
・
食
事
振
舞
〉　

⑬
弓
正
護
（
二
人
採
物
）　

⑭
七
貴
神
（
一
人
採
物
＋
★

七
神
）　

⑮
本
花
（
四
人
採
物
）　

⑯
沖
逢
（
四
人
採
物
）　

⑰
五
穀
（
五
人
★
）　

⑱
杵
舞
（
一
人
★
）　

⑲
御
神
体
（
男
女
★
）　

⑳
火
の
前
（
四
人
採
物
）　

㉑
大
神
（
三
人
採
物
）　

㉒
地
割
（
六
人
採
物
＋
★
荒
神
）　

㉓
芝
上
（
神
主
採
物
＋
★
二
荒
神
）　

㉔
山
森
（
二
人
採
物
＋
★
山
神
＋
★
鹿
猪
二
）　

㉕
伊
勢
舞

（
一
人
採
物
）　

㉖
柴
引
き
（
一
人
★
）　

㉗
手
力
男
命
（
一
人
★
）　

㉘
鈿
女
（
一
人
★
）　

㉙
戸
取
舞
（
一
人
★
）　

㉚
舞
開
き
（
一
人
★
）　

㉛
注
連
口
（
四

人
採
物
＋
★
荒
神
）　

㉜
雲
お
ろ
し
（
四
人
採
物
）

　

高
千
穂
町
・
浅
ヶ
部
神
楽
次
第
（
表
の
出
典
Ａ
に
拠
る
）

舞
込
み　

御
神
屋
ほ
め　

①
彦
舞
（
一
人
★
）　

②
太
殿
（
四
人
採
物
）　

③
神
颪
（
三
人
採
物
）　
④
鎮
守
（
二
人
採
物
）　
⑤
杉
登
（
二
人
採
物
＋
★
入
鬼
神
）　

〈
楽
屋
入
り
・
直
会
〉　
⑥
地
固
（
四
人
採
物
）　

⑦
幣
神
添
（
二
人
採
物
）　

⑧
住
吉
（
四
人
採
物
＋
★
入
鬼
神
）　

⑨
太
刀
神
添
（
二
人
採
物
）　

⑩
八
鉢
（
一

人
★
）　

⑪
沖
逢
（
四
人
採
物
）　

⑫
弓
正
護
（
二
人
採
物
）　

⑬
本
花
（
四
人
採
物
）　

⑭
岩
潜
（
四
人
採
物
）　

⑮
御
神
体
（
神
主
＋
男
女
★
）　

⑯
袖
花
（
四

人
採
物
）　

⑰
七
貴
神
（
一
人
採
物
＋
★
七
神
）　

⑱
五
穀
（
五
人
★
）　

⑲
武
智
（
二
人
採
物
）　

⑳
山
森
（
四
人
採
物
＋
入
鬼
神
＋
鹿
猪
二
）　

㉑
大
神
（
三

人
採
物
）　

㉒
地
割
（
六
人
採
物
＋
★
荒
神
）　

㉓
日
の
前
（
四
人
採
物
）　

㉔
柴
引
（
一
人
★
）　

㉕
伊
勢
神
楽
（
一
人
採
物
）　

㉖
手
力
男
（
一
人
★
）　

㉗
鈿

女
（
一
人
★
）　

㉘
戸
取
（
一
人
★
）　

㉙
舞
開
（
一
人
★
）　

㉚
御
柴
（
神
主
採
物
＋
★
二
荒
神
）　

㉛
注
連
口
（
四
人
採
物
＋
★
荒
神
）　

㉜
繰
お
ろ
し
（
四
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人
採
物
）　

㉝
雲
お
ろ
し
（
四
人
採
物
）

　

高
千
穂
町
・
尾
狩
神
楽
（
表
の
出
典
Ａ
に
拠
る
）

舞
入
れ　

①
彦
舞（
一
人
★
）　

②
御
小
屋
の
舞（
二
人
採
物
）　

③
と
う
せ
い（
二
人
採
物
）　
④
鎮
守（
二
人
採
物
）　
⑤
杉
登（
二
人
採
物
＋
★
山
中
様
）　〈
直

会
　
御
神
酒
と
食
事
の
振
舞
い
〉　
⑥
神
お
ろ
し
（
三
人
採
物
）　

⑦
地
固
（
四
人
採
物
＋
★
荒
神
）　

⑧
住
吉
（
四
人
採
物
）　

⑨
大
神
（
三
人
採
物
）　

⑩
田

植
神
楽
（
六
人
採
物
＋
★
牛
）　

⑪
杵
の
舞
（
一
人
採
物
）　

⑫
箕
舞　

⑬
大
神
（
三
人
採
物
）　
〈
夜
な
が
り　

夜
食
と
御
神
酒
〉　

⑭
岩
潜
り
（
四
人
採
物
）　

⑮
座
張
り
（
一
人
面
）　

⑯
岩
潜
り
（
四
人
採
物
）　

⑰
五
つ
天
皇
（
四
人
採
物
）　

⑱
八
鉢
（
一
人
★
）　

⑲
五
つ
天
皇
（
四
人
採
物
）　

⑳
武
智
の
舞
（
二
人

採
物
）　

㉑
山
森
（
二
人
採
物
＋
★
山
の
神
）　

㉒
弓
正
護
（
二
人
採
物
）　

㉓
沖
逢
（
四
人
採
物
）　

㉔
注
連
口
（
二
人
採
物
）　

㉕
伊
勢
（
一
人
採
物
）　

㉖
岩

戸
大
力
男
（
一
人
★
）　

㉗
鈿
女
（
一
人
★
）　

㉘
柴
引
（
一
人
★
）　

㉙
戸
取
（
一
人
★
）　

㉚
日
の
前
（
二
人
★
）　

㉛
繰
お
ろ
し
・
雲
お
ろ
し
（
四
人
採
物
）

　

日
之
影
町
・
大
菅
神
楽
（
表
の
出
典
Ａ
・
Ｃ
に
拠
る
）

①
雲
お
ろ
し
（
三
人
採
物
）　

②
鎮
守
（
二
人
採
物
）　
③
神
お
ろ
し
（
三
人
採
物
）　
④
地
固
（
四
人
採
物
）　

⑤
幣
神
添
（
二
人
採
物
）　
⑥
八
鉢
（
一
人
★
）　

⑦
武
智
（
四
人
採
物
）　

⑧
大
神
（
三
人
採
物
）　

⑨
面
（
一
人
★
）　

⑩
本
花
（
四
人
採
物
＋
★
貴
神
）　

⑪
御
幣
（
三
人
採
物
）　

⑫
七
貴
神
（
★
七
神
）　

⑬

袖
花
（
四
人
採
物
）　

⑭
岩
潜
り
（
四
人
採
物
）　

⑮
太
刀
神
添
（
二
人
採
物
）　

⑯
住
吉
（
四
人
採
物
）　

⑰
荒
神
（
神
主
採
物
＋
★
荒
神
）　

⑱
杉
登
（
四
人

採
物
）　

⑲
酒
こ
し
（
男
女
★
）　

⑳
獅
子
舞
（
★
二
獅
子
）　

㉑
正
護
（
二
人
採
物
）　

㉒
田
植
（
五
人
採
物
）　

㉓
芝
引
き
（
一
人
★
）　

㉔
伊
勢
（
一
人
採
物
）　

㉕
太
刀
（
一
人
★
）　

㉖
鈿
女
（
一
人
★
）　

㉗
戸
取
（
一
人
★
）　

㉘
舞
開
き
（
一
人
採
物
）　

㉙
注
連
口
（
一
人
★
）　

㉚
繰
り
お
ろ
し
（
四
人
採
物
）　

㉛
沖

逢
（
四
人
採
物
）　

㉜
山
森
（
三
人
採
物
）　

㉝
火
の
前
（
全
員
）

　
（
注　

山
口
保
明
は
①
②
③
を
式
三
番
と
す
る
が
、
大
菅
に
近
接
す
る
地
区
の
神
楽
か
ら
は
宮
崎
県
文
化
財
課
の
資
料
に
あ
る
②
③
⑤
と
考
え
ら
れ
る
）
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日
之
影
町
・
大
人
神
楽
（
表
の
出
典
Ａ
に
拠
る
）

（
岩
井
川
神
社
拝
殿
で
の
神
楽
）
①
東
西
（
四
人
採
物
）　
②
鎮
守
（
二
人
採
物
）　
③
太
子
様
の
舞
（
一
人
★
）　

④
杉
登
（
二
人
採
物
）　
⑤
天
神
様
の
舞
（
一

人
★
）　
〈
年
祝
い
者
の
祓
い
〉　

⑥
注
連
神
楽
（
四
人
採
物
）〈
綾
祓
い
・
道
神
楽
〉〈
神
迎
え
〉〈
食
事
の
振
舞
い
〉　
（
夜
神
楽
）
⑦
森
の
正
教
（
一
人
採
物
）　

⑧
彦
舞
（
一
人
★
）　

⑨
東
西
（
四
人
採
物
）　
⑩
鎮
守
（
二
人
採
物
）　
⑪
天
神
様
の
舞
（
一
人
★
）　

⑫
神
颪
（
三
人
採
物
）　

⑬
杉
登
（
二
人
採
物
）　
⑭
座

張
（
一
人
★
）　

⑮
注
連
口
（
四
人
採
物
）　

⑯
御
こ
や
ほ
め
（
二
人
採
物
）　

⑰
八
鉢
（
一
人
）　

⑱
武
智
（
四
人
採
物
）　

⑲
岩
潜
（
四
人
採
物
）　

⑳
荒
神
（
岩

潜
の
中
で
★
二
神
）　

㉑
大
神
（
四
人
採
物
）　

㉒
五
津
天
（
四
人
採
物
）　

㉓
地
固
（
四
人
採
物
）　

㉔
八
幡
様
の
舞
（
一
人
★
）　

㉕
山
森
（
二
人
採
物
＋
鉄

砲
撃
ち
）　

㉖
弓
の
正
護
（
二
人
採
物
）　

㉗
太
子
様
の
舞
（
一
人
★
）　

㉘
沖
逢
（
二
人
採
物
）　

㉙
手
力
男
命
（
一
人
★
）　

㉚
伊
勢
神
楽
（
一
人
採
物
）　

㉛

鈿
女
命
（
一
人
★
）　

㉜
柴
引
・
戸
取
（
一
人
★
）　

㉝
舞
開
（
二
人
★
）

　
五
ヶ
瀬
町
・
祇
園
鞍
岡
神
楽
（
表
の
出
典
Ａ
・
Ｃ
に
拠
る
）

①
地
神
楽
（
四
人
採
物
）　
②
場
神
楽
（
四
人
採
物
）　
③
地
荒
神
（
一
人
★
）　
④
東
征
（
四
人
採
物
）　

⑤
浮
江
（
二
人
採
物
）　

⑥
幣
神
事
（
二
人
採
物
）　

⑦
四
人
鞭
（
四
人
採
物
）　

⑧
杉
登
（
二
人
採
物
）　

⑨
岩
く
づ
し
（
二
人
採
物
）　

⑩
地
固
（
四
人
採
物
）　

⑪
弓
神
楽
（
二
人
採
物
）　

⑫
素
神
面
（
一
人
★
）　

⑬
さ
け
こ
し
（
二
人
★
）　

⑭
八
鉢
（
一
人
★
）　

⑮
山
の
神
舞
（
一
人
★
）　

⑯
毘
売
舞
（
一
人
★
）　

⑰
大
神
神
楽
（
四
人
採
物
）　

⑱
繰
り
お
ろ
し
（
四
人

採
物
）　

⑲
花
神
楽
（
四
人
採
物
）　

⑳
〆
神
楽
（
一
人
★
）　

㉑
二
人
鞭
（
二
人
採
物
）　

㉒
お
き
な
舞
（
二
人
★
）　

㉓
八
雲
舞
（
四
人
★
）　

㉔
猿
田
彦
舞
（
一

人
★
）　

㉕
伊
勢
神
楽
（
一
人
★
）　

㉖
御
幣
（
一
人
★
）　

㉗
宇
受
売
舞
（
一
人
★
）　

㉘
柴
引
（
一
人
★
）　

㉙
戸
取
（
一
人
★
）　

㉚
手
力
（
一
人
★
）　

㉛

た
た
ら
舞
（
一
人
★
）　

㉜
由
布
舞
（
一
人
★
）　

㉝
舞
開
（
二
人
★
）

　

椎
葉
村
・
向
山
日
添
神
楽
（
表
の
出
典
Ａ
に
拠
る
）

①
安
永
（
全
員
・
唱
教
の
み
）　

②
御
神
屋
（
全
員
・
唱
教
の
み
）　
〈
座
組
、
食
事
と
御
神
酒
の
振
舞
い
〉　
③
お
だ
り
や
め
（
二
人
採
物
、
御
供
の
包
み
を
持

つ
）〈
御
供
の
ご
飯
が
祝
子
・
参
集
者
に
一
箸
ず
つ
配
ら
れ
る
〉　

④
一
神
楽
（
二
人
採
物
）　
⑤
扇
の
手
（
二
人
採
物
）　
⑥
地
割
（
二
人
採
物
）　
〈
式
三
番
ま
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で
は
祝
子
は
笠
を
被
る
。
式
三
番
後
か
ら
せ
り
歌
を
出
し
て
い
い
〉　
⑦
剣
舞
（
二
人
採
物
）　

⑧
大
神
神
楽
（
二
人
採
物
。
こ
の
後
、子
供
に
よ
る
大
神
神
楽
）　

⑨
鬼
神
（
二
人
採
物
＋
★
鬼
神
）　

⑩
榊
葉
（
二
人
採
物
）　

⑪
五
ツ
天
皇
（
四
人
採
物
）　

⑫
ち
ん
ち
神
楽
（
二
人
採
物
）　

⑬
一
人
神
楽
（
大
夫
一
人
採
物
）　

⑭
お
き
え
（
四
人
採
物
）　

⑮
森
の
弓
（
二
人
採
物
）　

⑯
森
の
矢
（
二
人
採
物
）　

⑰
弓
通
し
（
弓
の
間
を
く
ぐ
る
）　

⑱
正
護
殿
（
正
護
殿
へ
の
祈
願
）、
⑲

四
人
大
神
（
四
人
採
物
）　

⑳
稲
荷
神
楽
（
二
人
採
物
）　

㉑
か
ん
し
い
（
四
人
採
物
）　

㉒
朝
神
楽
・
歳
徳
神
（
四
人
採
物
）　

㉓
神
送
り
・
泰
平
楽
（
全
員
採

物
）

　

美
郷
町
・
山
瀬
島
戸
神
楽
（
表
の
出
典
Ｃ
に
拠
る
）

①
御
神
屋　

②
当
誓　
③
鞘　

④
地
割
の
花　

⑤
襷　

⑥
御
大
神
の
花　

⑦
地
割　
⑧
太
鼓
廻
し　

⑨
御
大
神　
⑩
幣
舞　

⑪
荒
神　

⑫
七
五
三
口　

⑬
み
く

ま　

⑭
大
身
先　

⑮
弓
の
花　

⑯
弓　

⑰
矢　

⑱
さ
い
わ
き　

⑲
お
き
え　

⑳
年
の
神　

㉑
鬼
神　

㉒
津
の
花　

㉓
太
力
男
命　

㉔
五
津　

㉕
稲
荷　

㉖
火
の

神
　

西
米
良
・
村
村
所
神
楽
（
西
米
良
村
教
育
委
員
会
ほ
か
『
米
良
山
の
神
楽
調
査
報
告
書
』
平
成
二
年
三
月
）

①
修
祓
（
神
事
）　

②
献
饌　

③
注
連
拝　

④
清
山
（
二
人
採
物
）　
⑤
挟
舞
（
二
人
採
物
）　

⑥
地
割
（
四
人
採
物
）　

⑦
天
仁
（
二
人
採
物
）　

⑧
幣
差
（
二

人
採
物
、
⑫
ま
で
の
地
舞
）　
⑨
大
王
様
の
舞
（
一
人
★
）　

⑩
爺
様
の
舞
（
一
人
★
）　

⑪
婆
様
の
舞
（
一
人
★
）　

⑫
七
つ
面
の
舞
（
五
鬼
神
★
）　

⑬
住
吉

舞
（
四
人
採
物
、
⑰
ま
で
の
地
舞
）　

⑭
八
幡
様
（
一
人
★
）　
⑮
御
手
洗
様
（
一
人
★
）　

⑯
獅
子
舞
（
一
獅
子
★
）　

⑰
大
山
祇
（
一
人
★
）　
〈
注
連
拝
み
の

神
事
、
饌
供
撒
き
、
夜
食
の
振
舞
い
、
⑱
か
ら
せ
り
歌
を
出
し
て
い
い
〉　
⑱
神
水
（
四
人
採
物
）　

⑲
一
人
剱
（
一
人
採
物
）　

⑳
白
海
（
一
人
★
）　

㉑
弓
将

軍
（
二
人
採
物
）　

㉒
荒
神
（
一
人
★
）　

㉓
丁
（
一
人
採
物
、
㉒
と
の
問
答
）　

㉔
伊
勢
の
神
楽
（
一
人
採
物
）　

㉕
大
神
様
（
一
人
★
）　

㉖
手
力
男
命
岩
戸

捜
し
（
一
人
★
）　

㉗
戸
隠
（
一
人
★
）　

㉘
手
力
男
命
岩
戸
開
き
（
一
人
★
）　

㉙
挟
舞
（
二
人
採
物
）　

㉚
部
屋
の
神
（
一
人
★
）　

㉛
注
連
倒
し
（
六
人
採
物
）　

㉜
火
の
神
舞
（
二
人
採
物
）　

㉝
成
就
の
舞
（
一
人
採
物
）　

㉞
狩
面
シ
シ
ト
ギ
リ
（
六
人
狩
人
★
）
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三
演
目
型
式
三
番
に
つ
い
て
九
例
の
神
楽
次
第
を
県
北
部
か
ら
南
へ
順
に
あ
げ
た
が
、
こ
れ
と
前
掲
の
「
式
三
番
」
を
も
つ
神
楽
の
一
覧
を
合
わ
せ
て
み
て

い
く
と
、
式
三
番
の
次
第
に
は
い
く
つ
か
の
地
域
的
傾
向
が
読
み
取
れ
よ
う
。
そ
の
一
つ
目
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
高
千
穂
町
と
日
之
影
町
の
「
式
三
番
」
の

演
目
構
成
に
は
「
神
降
・
鎮
守
・
杉
登
」
型
を
中
心
に
、
こ
れ
と
「
東
西
」
型
、「
幣
神
添
」
型
の
三
つ
の
型
が
あ
る
。
何
を
「
式
三
番
」
と
す
る
か
は
、「
東

西
」
型
や
「
幣
神
添
」
型
を
「
式
三
番
」
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
神
楽
次
第
に
「
神
降
」
や
「
杉
登
」
が
あ
っ
て
も
こ
れ
を
「
式
三
番
」
に
加
え
て
い
な
か
っ

た
り
、「
幣
神
添
」
を
次
第
に
含
ん
で
も
「
神
降
・
鎮
守
・
杉
登
」
型
の
と
こ
ろ
で
は
「
式
三
番
」
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
。
同
様
な
こ
と
は
こ
こ

に
は
例
示
し
て
い
な
い
が
椎
葉
村
の
神
楽
に
も
見
ら
れ
、
何
が
「
式
三
番
」
演
目
の
決
定
要
件
と
な
っ
て
い
る
の
か
は
、
各
演
目
の
説
明
伝
承
も
含
め
て
さ
ら

な
る
検
討
が
必
要
に
な
る
。
こ
う
し
た
課
題
が
あ
る
が
、
例
に
あ
げ
た
神
楽
次
第
の
よ
う
に
高
千
穂
町
か
ら
椎
葉
村
ま
で
は
、
次
第
の
初
段
部
に
「
式
三
番
」

が
置
か
れ
、
し
か
も
こ
の
演
目
群
は
連
続
す
る
傾
向
を
も
つ
の
が
指
摘
で
き
る
。

　
「
式
三
番
」
は
次
第
の
初
段
部
に
と
い
っ
て
も
、
高
千
穂
町
に
多
い
「
神
降
・
鎮
守
・
杉
登
」
型
で
は
、
こ
れ
ら
の
前
に
「
彦
舞
」
と
「
太
殿
（
太
伊
殿
）」

が
あ
る
場
合
が
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
伝
承
か
ら
、
小
手
川
善
次
郎
は
「
彦
舞
」
は
村
の
浄
め
、「
太
殿
」
は
神
庭
の
祝
福（

（1
（

、
後
藤
俊
彦
は
「
彦
舞
」
は
神

庭
の
祓
い
清
め
、「
太
殿
」
は
「
氏
神
様
を
迎
え
て
神
を
招
ず
る
た
め
の
社
を
建
立
す
る
舞（

（1
（

」、山
口
保
明
は
「
彦
舞
」
は
猿
田
彦
に
よ
る
神
楽
へ
の
案
内
舞
、「
太

殿
」
は
神
楽
宿
の
清
め
の
舞（

（2
（

と
解
し
て
い
る
。
三
者
の
理
解
か
ら
は
、「
彦
舞
」「
太
殿
」
は
神
楽
舞
の
時
空
の
設
え
、
言
祝
ぎ
（
寿
ぎ
）
と
考
え
ら
れ
て
き
た

の
が
窺
え
、
こ
れ
ら
に
続
く
「
式
三
番
」
が
舞
神
楽
の
最
初
と
な
る
。
椎
葉
村
の
向
山
日
添
神
楽
も
「
安
永
」「
御
神
屋
」
は
舞
を
伴
わ
な
い
唱
教
で
、
舞
神

楽
は
「
式
三
番
」
か
ら
始
ま
る
。

　

二
つ
目
に
は
先
に
今
後
の
課
題
と
し
て
あ
げ
た
「
式
三
番
」
演
目
の
選
定
に
関
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
お
く
と
、
高
千
穂
町
に
見
ら
れ
る
「
神
降
・
鎮
守
・
杉

登
」
型
で
は
、三
番
の
「
杉
登
」
に
採
物
舞
の
途
中
に
鬼
神
舞
が
入
る
「
入
鬼
神
」
が
あ
る
の
が
注
目
で
き
る
。
こ
れ
は
「
幣
神
添
」
が
「
式
三
番
」
に
加
わ
っ

て
い
る
場
合
は
、こ
れ
が
「
杉
登
」
の
代
わ
り
と
な
り
、「
幣
神
添
」
に
「
入
鬼
神
」
が
付
く
場
合
が
多
い
。
鞍
岡
祇
園
神
楽
で
も
三
番
に
「
地
荒
神
」
が
入
り
、

椎
葉
村
で
も
三
番
目
に
荒
神
が
入
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
村
所
神
楽
で
も
「
式
三
番
」
演
目
は
連
続
し
て
い
な
い
が
、三
番
は
「
八
幡
様
」
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
椎
葉
村
の
栂
尾
神
楽
の
「
式
三
番
」
に
は
三
演
目
型
と
多
数
演
目
型
の
両
方
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
前
者
の
場
合
は
二
番
目
と
三
番
目
の
採
物
演
目
の
間

に
鬼
神
が
あ
り
、
同
様
な
例
は
大
人
神
楽
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
例
か
ら
考
え
る
と
、「
式
三
番
」
の
三
番
に
鬼
神
な
ど
の
神
面
舞
が
入
っ
て
い
る
の
は
、
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申
楽
「
式
三
番
」
で
い
え
ば
、「
三
番
申
楽
」
と
い
え
る
三
番
叟
の
発
想
が
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
現
時
点
で
は
推
測
に

し
か
す
ぎ
な
い
が
、
指
摘
で
き
る
傾
向
と
し
て
あ
げ
て
お
く
。

　

三
つ
目
と
し
て
は
、
高
千
穂
町
・
日
之
影
町
や
椎
葉
村
な
ど
「
式
三
番
」
が
次
第
初
段
部
に
連
続
す
る
と
こ
ろ
で
は
、「
式
三
番
」
演
目
は
神
楽
の
全
演
目

を
斎
行
す
る
時
だ
け
で
は
な
く
、
表
の
「「
式
三
番
」
斎
行
」
欄
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
正
月
の
「
太
鼓
の
口
開
け
」
や
彼
岸
中
日
な
ど
斎
行
機
会
が
多
く
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
後
で
神
楽
次
第
も
取
り
上
げ
る
椎
葉
村
の
栂
尾
神
楽
に
は
三
演
目
型
式
三
番
も
あ
り
、
こ
の
三
演
目
の
「
式
三
番
」
に
つ
い
て
は
、
重
病
者
が

「
式
三
番
の
願
」
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
、
平
癒
し
た
と
き
に
は
「
式
三
番
」
を
願
主
の
家
の
神
前
で
舞
っ
て
も
ら
い
願
成
就
を
す
る
。
さ
ら
に
「
式
三
番
」

の
一
番
で
あ
る
「
壱
神
楽
」
に
つ
い
て
は
、
神
楽
に
貢
献
し
た
人
の
葬
式
に
は
こ
れ
を
祝
子
に
棺
の
前
で
舞
っ
て
も
ら
い
、
舞
っ
た
四
人
が
棺
を
担
ぐ
と
い

う（
（2
（

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
は
、「
式
三
番
」
は
神
楽
演
目
の
全
体
を
象
徴
し
、
神
楽
斎
行
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
は
世
阿
弥
が
『
風
姿
花
伝
』
に
記
し
た
「
六
十
六
番
ま
で
は
一
日
に
勤
め
が
た
し
と
て
、
そ
の
中
を
選
び
て
、
稲
経
の
翁
（
翁
面
）、
代
経
の
翁
（
三

番
申
楽
）、
父
の
助
、
こ
れ
三
つ
を
定
む
。
今
の
代
の
式
三
番
、
こ
れ
な
り
」
と
同
様
な
考
え
方
と
で
き
よ
う
。
申
楽
で
形
成
さ
れ
た
翁
舞
の
「
式
三
番
」
は

こ
う
し
た
神
楽
斎
行
の
形
式
に
も
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

四
つ
目
と
し
て
は
、
美
郷
町
の
山
瀬
島
戸
神
楽
と
西
米
良
村
の
村
所
神
楽
で
は
、「
当
誓
」
と
「
清
山
」
は
神
楽
舞
の
最
初
と
な
っ
て
い
る
が
、
二
番
、
三

番
は
次
第
の
初
段
に
は
な
く
、
し
か
も
連
続
す
る
演
目
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
「
式
三
番
」
分
布
の
南
部
で
は
、
前
述
し
た
演
目
構
成

の
流
動
性
に
加
え
、
次
第
で
は
必
ず
し
も
初
段
だ
け
に
位
置
せ
ず
、
し
か
も
不
連
続
の
傾
向
を
も
つ
と
い
え
る
。

　

五
つ
目
に
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
椎
葉
神
楽
の
「
式
三
番
」
に
よ
る
渡
辺
伸
夫
の
指
摘
か
ら
導
き
出
し
た
「
式
三
番
」
が
も
つ
規
範
・
規
律
の
こ
と
で
あ
る
。

県
内
全
体
を
み
て
い
く
と
、
高
千
穂
町
の
神
楽
で
は
「
式
三
番
」
後
に
神
事
や
「
楽
屋
入
り
」、
直
会
、
食
事
の
振
舞
い
が
あ
り
、「
式
三
番
」
が
演
目
次
第
を

区
切
る
規
範
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
次
第
規
範
と
い
う
な
ら
、
三
つ
目
に
あ
げ
た
「
式
三
番
」
は
次
第
の
初
段
に
連
続
す
る
演
目
と
し
て
お
か
れ
る
の
も
次

第
規
範
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
神
事
や
直
会
・
振
舞
い
と
い
っ
た
次
第
規
範
は
、
椎
葉
村
の
向
山
日
添
神
楽
、
西
米
良
村
の
村
所
神
楽
で
は
「
式
三
番
」
と
は

結
び
つ
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
向
山
日
添
神
楽
で
は
笠
着
用
と
参
会
者
に
よ
る
「
せ
り
歌
」
出
し
の
禁
忌
が
「
式
三
番
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
に
対
し
、

村
所
神
楽
で
は
「
せ
り
歌
」
出
し
の
禁
忌
も
「
式
三
番
」
と
は
結
び
つ
い
て
お
ら
ず
、「
式
三
番
」
分
布
の
南
部
地
域
で
は
、
次
第
規
範
と
次
第
禁
忌
は
「
式
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三
番
」
と
は
別
の
論
理
に
拠
っ
て
い
る
と
い
え
る
。「
式
三
番
」
に
は
渡
辺
が
い
う
よ
う
に
神
事
と
し
て
の
性
格
が
強
い
の
で
あ
る
が
、
次
第
規
範
や
次
第
禁

忌
は
三
演
目
の
「
式
三
番
」
だ
け
で
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
が
わ
か
る
。
神
楽
に
ど
の
よ
う
な
規
範
や
禁
忌
が
あ
る
の
か
は
、
資
料
集
積
と
研
究
が

進
ん
で
お
ら
ず
、
今
後
の
課
題
と
な
る
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
く
。

多
数
演
目
型
式
三
番
の
内
容

　

多
数
演
目
型
式
三
番
に
つ
い
て
は
、
県
内
神
楽
に
み
る
「
式
三
番
」
の
表
と
分
布
図
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
椎
葉
村
以
南
の
地
域
に
確
認
で
き
る
。
神
楽
の

「
式
三
番
」
は
高
千
穂
町
や
日
之
影
町
に
顕
著
な
三
演
目
型
を
基
本
型
と
し
、
多
数
演
目
型
は
そ
の
亜
型
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
こ
に
は
何
故
多
数
演

目
を
「
式
三
番
」
と
す
る
の
か
と
い
う
課
題
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
次
第
を
あ
げ
て
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

椎
葉
村
・
尾
前
神
楽
（
表
の
出
典
Ａ
・
Ｄ
・
Ｈ
に
拠
る
）

（
尾
前
神
社
拝
殿
）
①
一
神
楽
（
二
人
採
物
）　
②
大
神
神
楽
（
二
人
採
物
）　
③
花
の
手
（
四
人
採
物
）　
④
扇
の
手
（
二
人
採
物
）　
（
神
楽
斎
場
）
①
板
起
（
全

員
・
神
事
）　

②
安
永
詞
（
全
員
・
唱
教
の
み
）　

③
御
神
屋
詞
（
全
員
・
唱
教
の
み
）　

④
御
垂
止
（
お
だ
り
や
め　

二
人
採
物
、
初
穂
の
御
飯
を
持
っ
て
舞
い
、

舞
後
に
御
飯
を
一
箸
ず
つ
配
る
）　

⑤
神
招
座
（
神
事
）　

⑥
一
神
楽
　
⑦
大
神
神
楽
　
⑧
花
の
手
　〈「
花
の
手
」
後
か
ら
は
せ
り
歌
を
出
し
て
い
い
〉〈
食
事

の
振
舞
い
〉　
⑨
扇
の
手
（
四
人
採
物
）　

⑩
幣
の
手
（
二
人
採
物
）　

⑪
占
（
し
め
）
ほ
め
（
一
人
採
物
＋
★
荒
神
）　

⑫
森
の
上
（
二
人
採
物
、「
弓
通
し
」

を
行
う
）　
〈
御
神
屋
の
御
幣
を
新
し
い
も
の
と
付
け
替
え
る
。
参
集
者
は
御
神
屋
の
幣
を
も
ぎ
取
っ
て
持
ち
帰
り
祀
る
〉　
⑬
森
の
下
（
二
人
採
物
）　
〈「
森
」

が
終
わ
る
と
以
降
は
楽
し
む
神
楽
と
い
う
〉　
⑭
地
割
の
上
（
二
人
採
物
）　

⑮
地
割
の
下
（
二
人
採
物
）　

⑯
地
固
め
（
四
人
唱
教
）　

⑰
生
魂
殿
（
し
ょ
う
ご

ん
ど
の　

宮
司
が
生
魂
殿
に
な
り
お
宝
授
け
）　

⑱
鎮
地
（
ち
ん
ち　

二
人
採
物
）　
〈
猪
雑
炊
と
甘
酒
の
振
舞
い
〉　

⑱
手
力
（
宮
司
採
物
）　

⑲
か
ん
し
ん
（
四

人
採
物
）　

⑳
岩
潜
り
（
四
人
採
物
）　

㉑
お
き
え
・
ご
ち
天
皇
（
四
人
採
物
）　

㉒
稲
荷
（
二
人
採
物
）　

㉓
芝
引
き
（
★
荒
神
・
戸
取
・
天
照
の
三
神
）　

㉔

日
月
（
二
人
採
物
）　

㉕
火
の
神
神
楽
（
二
人
採
物
）　

㉖
泰
平
楽
（
全
員
採
物
）　

㉗
神
送
り
（
神
事
）
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椎
葉
村
・
不
土
野
神
楽
（
表
の
出
典
Ａ
・
Ｅ
に
拠
る
）

①
エ
リ
メ
（
幣
な
ど
作
る
、
唱
言
）　

②
板
起
こ
し
（
二
人
神
事
、
唱
教
）　

③
神
呼
び
（
神
職
に
よ
る
清
め
、
神
事
）　

④
安
長
・
御
神
屋
（
全
員
・
唱
教
）　

⑤
壱
神
楽
上
（
二
人
採
物
）　
⑥
壱
神
楽
下
（
二
人
採
物
）　
⑦
地
固
め
（
二
人
神
事
・
唱
教
）　
⑧
面
殿
の
め
し
あ
げ
（
神
面
に
献
饌
神
事
）　
⑨
守
（
も
り
）

の
神
楽
上
（
二
人
採
物
）　
⑩
守
の
神
楽
下
（
二
人
採
物
）　
⑪
弓
通
し
（
二
人
・
七
歳
以
下
の
子
供
を
弓
の
間
に
通
す
）　
⑫
し
ょ
う
ご
ん
殿
（
し
ょ
う
ご
ん

殿
か
ら
の
お
宝
授
け
）　
⑬
四
人
大
神
宵（
四
人
採
物
）　
⑭
鎮
地
神
楽（
二
人
採
物
）　
⑮
み
く
ま（
二
人
採
物
。「
み
く
ま
」は
米
を
盛
っ
た
折
敷
の
こ
と
）　〈
こ

れ
で
「
式
三
番
」
が
終
わ
り
、「
式
三
番
が
終
わ
り
申
し
た
。
酌
を
た
て
て
た
も
う
れ
」
の
口
上
。
以
下
は
余
興
神
楽
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
は
膝
を
崩
せ
ず
、

せ
り
歌
も
出
せ
な
い
。
以
後
は
食
事
を
し
て
い
い
〉　
⑯
お
き
え
（
二
人
採
物
）　

⑰
鬼
神
面
（
一
人
★
）　

⑱
ご
つ
天
皇
（
四
人
採
物
）　

⑲
稲
荷
神
楽
宵
（
二

人
採
物
）　

⑳
酎
ぼ
か
い
（
神
前
で
唱
言
）　

㉑
戸
取
面
（
一
人
★
）　

㉒
女
性
（
め
し
ょ
う
）
面
（
一
人
★
）　

㉓
太
力
面
（
一
人
★
）　

㉔
神
粋
（
四
人
採
物
）　

㉕
稲
荷
神
楽
朝
（
二
人
採
物
）　

㉖
四
人
大
神
朝
（
四
人
採
物
）　

㉗
山
の
神
面
（
一
人
★
）　

㉘
福
の
種
蒔
き
（
二
人
採
物
）　

㉙
火
の
神
参
り
神
楽
（（
二
人

採
物
）　

㉚
さ
い
と
り
さ
し
（「
臼
の
口
開
け
」、
台
所
の
火
の
神
へ
）　

㉛
神
送
り
（
祝
子
全
員
・
神
送
り
の
歌
）　
〈
平
成
二
十
六
年
に
は
㉗
の
後
に
「
猪
取
願

（
し
し
と
り
が
ん
）
の
神
楽
」「
牧
の
願
の
神
楽
」
が
入
っ
た
〉

　

多
数
演
目
型
式
三
番
と
し
て
椎
葉
村
の
尾
前
神
楽
、不
土
野
神
楽
の
次
第
と
「
式
三
番
」
を
あ
げ
た
が
、い
ず
れ
も
三
演
目
で
は
な
く
、尾
前
神
楽
で
は
「
一

神
楽
」「
大
神
神
楽
」「
花
の
手
」
が
「
仮
の
式
三
番
」、
こ
れ
を
含
め
て
十
三
番
の
「
森
の
下
」
ま
で
が
「
本
当
の
式
三
番
」
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
神
楽
で

は
三
演
目
型
と
多
数
演
目
型
が
併
存
し
、
前
者
の
「
式
三
番
」
後
を
一
つ
の
区
切
り
と
し
、
進
行
役
で
あ
る
「
し
ゅ
う
し
ゃ
」
が
座
直
し
で
あ
る
こ
と
を
告
げ

て
「
一
番
座
」
と
な
り
、
区
長
な
ど
が
挨
拶
し
て
酒
宴
・
食
事
と
な
る
。
さ
ら
に
次
の
曲
か
ら
囃
し
の
せ
り
歌
を
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
本
当

の
式
三
番
」
は
そ
の
後
の
「
森
の
下
」
ま
で
と
い
い
、「
森
の
上
」「
森
の
下
」
の
間
に
御
神
屋
の
幣
の
取
り
替
え
が
あ
っ
て
、
十
四
番
の
地
割
か
ら
は
「
楽
し

む
神
楽
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

同
様
な
例
は
延
岡
市
の
大
峡
神
楽
に
も
あ
り
、
一
番
の
「
鎮
守
」、
二
番
の
「
ヒ
ラ
テ
」、
三
番
の
「
舞
の
手
」「
幣
の
手
」、
四
番
の
「
三
番
荒
神
」
が
「
式

三
番
」
で
、
こ
れ
が
済
む
ま
で
お
茶
な
ど
を
飲
ん
で
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
た
が
、
元
旦
祭
の
神
楽
は
「
略
式
三
番
」
で
あ
る
「
鎮
守
」「
幣
の
手
」「
三
番
荒
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神
」
を
舞
う
と
い
う
。

　

大
峡
神
楽
は
昭
和
十
年
代
に
途
絶
え
た
後
、
昭
和
五
十
九
年
に
延
岡
神
楽
と
し
て
再
構
成
さ
れ
た
神
楽
構
成
を
も
つ
の
で
、
今
回
は
検
討
を
控
え
、
尾
前
神

楽
を
み
て
い
く
と
、こ
の
神
楽
で
は
「
仮
の
式
三
番
」
で
あ
る
三
演
目
に
は
次
第
規
範
、次
第
禁
忌
が
付
随
し
、「
本
当
の
式
三
番
」
に
は
古
い
幣
を
取
り
外
し
、

新
し
い
幣
を
取
り
付
け
る
と
い
う
幣
の
更
新
、
つ
ま
り
は
神
祭
り
の
場
の
更
新
が
付
随
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
問
題
と
な
る
の
は
両
者
の
関
係
を
ど
の
よ
う

に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
後
で
再
度
取
り
上
げ
る
が
、「
本
当
の
式
三
番
」
後
か
ら
は
「
楽
し
む
神
楽
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
神
楽
に
は
神
事

と
し
て
の
神
楽
と
遊
楽
と
し
て
の
神
楽
が
あ
り
、「
本
当
の
神
楽
」
は
前
者
の
こ
と
で
、
さ
ら
に
申
楽
の
「
式
三
番
」
の
考
え
方
か
ら
神
事
と
し
て
の
神
楽
の

う
ち
の
三
演
目
が
「
仮
の
式
三
番
」
に
措
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
在
地
神
楽
の
次
第
形
成
か
ら
い
え
ば
、「
式
三
番
」
と
い
う
考
え
方
が

導
入
さ
れ
た
時
に
、
旧
来
の
演
目
群
を
「
本
当
の
式
三
番
」
と
し
て
括
り
、
後
来
の
演
目
群
を
「
楽
し
む
神
楽
」
と
し
て
区
別
し
、
さ
ら
に
「
式
三
番
」
の
三

番
を
尾
前
神
楽
で
は
「
本
当
の
式
三
番
」
演
目
群
の
う
ち
の
最
初
の
舞
神
楽
三
番
と
し
た
と
い
う
経
緯
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

不
土
野
神
楽
の
場
合
は
、
舞
神
楽
の
最
初
の
「
一
神
楽
」
か
ら
連
続
す
る
「
み
く
ま
」
ま
で
の
十
一
演
目
を
「
式
三
番
」
と
し
、
こ
の
後
に
「
酌
取
り
」
が

出
て
御
神
酒
を
い
た
だ
く
。
黒
不
浄
の
人
は
忌
み
の
期
間
が
過
ぎ
て
い
て
も
「
式
三
番
」
が
済
む
ま
で
は
参
会
を
遠
慮
し
、
御
神
屋
に
も
入
ら
な
い
と
い
わ
れ

て
い
て
、
多
数
演
目
型
の
「
式
三
番
」
に
次
第
規
範
、
次
第
禁
忌
が
付
随
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
式
三
番
」
を
「
一
こ
う
や
」
と
も
い
っ
て
い
る
が
、
一
方

で
は
、「
一
こ
う
や
」
は
通
常
「
扇
」「
御
幣
」「
み
く
ま
」
の
採
物
舞
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
年
祭
神
楽
の
次
第
に
は
な
く
、
夏
・
秋
の
祭
り
、
各
種
の
願
の
神
楽
、

お
日
待
ち
な
ど
に
斎
行
す
る
と
伝
え
て
い
る
。「
み
く
ま
」
は
年
祭
神
楽
に
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、「
一
こ
う
や
」
は
別
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
不
土
野

神
楽
の
場
合
に
も
、「
式
三
番
」
の
考
え
方
を
受
け
入
れ
た
と
き
に
旧
来
の
演
目
群
を
「
式
三
番
」
と
し
、
さ
ら
に
別
途
、「
式
三
番
」
の
三
演
目
を
「
一
こ
う

や
」
と
し
て
構
成
し
な
お
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

椎
葉
村
の
古
枝
尾
神
楽
も
「
一
神
楽
」
か
ら
「
三
熊
（
み
く
ま
）」
ま
で
の
連
続
す
る
九
演
目
が
「
式
三
番
」
で
、
こ
の
後
に
食
事
の
振
舞
い
が
あ
る
。
こ

れ
ま
で
は
膝
を
崩
せ
ず
、
せ
り
歌
も
出
せ
な
い
。
産
婦
は
こ
れ
ま
で
は
神
楽
の
座
敷
へ
は
上
が
れ
な
い
な
ど
と
伝
え
て
い
て
、
多
数
演
目
型
の
「
式
三
番
」
に

次
第
規
範
、
次
第
禁
忌
が
付
随
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
「
式
三
番
」
の
三
演
目
を
さ
ら
に
特
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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尾
前
神
楽
と
類
似
す
る
「
式
三
番
」
が
椎
葉
村
の
栂
尾
神
楽
に
も
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
神
楽
次
第
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

椎
葉
村
栂
尾
神
楽
（
表
の
出
典
Ａ
・
Ｅ
に
拠
る
）

①
し
め
お
こ
し
（
三
人
・
し
め
竹
を
神
歌
と
と
も
に
揺
す
る
）　

②
板
起
こ
し
（
神
事
・
唱
教
）　

③
つ
が
も
り
（
蔦
葛
に
よ
る
祓
え
・
唱
教
）　

④
神
迎
え
（
神

事
、
四
人
採
物
・
宮
神
楽
）　

⑤
み
こ
う
や
ほ
め
・
ど
う
ぎ
（
二
人
・
唱
教
）　

⑥
た
い
ど
の
（
四
人
採
物
）　

⑦
し
め
ほ
め
（
一
人
鬼
神
★
）　

⑧
地
割
上
（
四

人
採
物
）　

⑨
地
割
中
（
四
人
採
物
）　

⑩
地
割
下
（
四
人
採
物
）　

⑪
芝
引
き
（
一
人
★
）　

⑫
壱
神
楽
（
四
人
採
物
）　
⑬
稲
荷
神
楽
（
四
人
採
物
）　
⑭
鬼
神

（
舞
出
し
１
人
＋
鬼
神
★
）　

⑮
大
神
上
（
四
人
採
物
）　
⑯
大
神
中
（
一
人
大
神
幣
・
唱
教
、〈
御
神
酒
・
膳
で
食
事
〉
こ
の
後
四
人
採
物
）　
⑰
大
神
下
（
四

人
採
物
）　〈
こ
れ
ら
「
式
三
番
」
が
済
む
ま
で
祝
子
は
白
張
を
着
て
、
御
神
屋
の
外
に
は
出
て
は
い
け
な
い
〉　
⑱
芝
入
れ
（
大
神
下
の
最
中
、
村
の
若
者
が

御
神
屋
に
入
り
、
舞
子
の
採
物
を
取
っ
て
乱
舞
）　

⑲
樽
入
れ
（
一
人
酒
樽
を
持
っ
て
舞
う
）　

⑳
芝
荒
神
（
大
夫
・
荒
神
★
の
問
答
）　

㉑
か
ん
ず
い
（
四
人

採
物
）　

㉒
振
上
げ
（
一
人
採
物
）　

㉓
森
上
（
四
人
採
物
）　

㉔
森
下
（
四
人
採
物
）　

㉕
帯
（
四
人
採
物
）　

㉖
戸
取
（
一
人
★
）　

㉗
矢
（
四
人
採
物
）　

㉘

弓
（
四
人
採
物
）　

㉙
う
ば
面
（
一
人
★
）　

㉚
お
き
え
上
（
四
人
採
物
）　

㉛
お
き
え
下
（
四
人
採
物
）　

㉜
綱
入
れ
（
祝
子
四
人
が
藁
綱
二
体
を
も
っ
て
御
神

屋
に
練
り
込
む
）　

㉝
綱
荒
神
（
荒
神
★
と
神
主
の
問
答
）　

㉞
ご
ず
上
（
四
人
採
物
）　

㉟
ご
ず
下
（
四
人
採
物
）　

㊱
手
力
（
二
人
★
）　

㊲
伊
勢
神
楽
（
一

人
採
物
）　

㊳
〆
神
楽
（
四
人
採
物
）　

㊴
火
の
神
か
ぐ
ら
（
紋
付
羽
織
の
二
人
採
物
）　

㊵
七
鬼
神
（
七
神
★
）　

㊶
綱
切
り
（
藁
綱
〈
雄
蛇
・
雌
蛇
〉
切
り
）　

㊷
神
戻
し
（
祝
子
衆
・
唱
教
）

　

栂
尾
神
楽
で
は
「
壱
神
楽
」「
稲
荷
神
楽
」「
大
神　

上
・
中
・
下
」
が
「
式
三
番
」
と
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
に
は
次
第
規
範
と
次
第
禁
忌
が
存
在
す
る
。「
式

三
番
」
は
前
述
の
よ
う
に
病
気
の
際
の
願
神
楽
に
も
な
っ
て
い
る
し
、妻
が
妊
娠
し
て
い
る
者
は
「
大
神
神
楽
」
は
舞
え
な
い
と
い
う
禁
忌
も
あ
る
。
こ
の
「
式

三
番
」
は
一
応
、
三
演
目
で
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
方
で
は
「
大
神
」
ま
で
が
式
三
番
で
こ
れ
が
終
了
す
る
ま
で
食
事
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
も
い
わ

れ
て
い
て
、多
数
演
目
に
よ
る
「
式
三
番
」
の
考
え
方
も
併
存
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
多
数
演
目
の
「
式
三
番
」
の
次
第
最
後
に
、三
演
目
の
「
式

三
番
」
を
配
置
し
た
と
解
釈
で
き
、
多
数
演
目
型
と
三
演
目
型
が
併
存
す
る
場
合
は
、
三
演
目
の
「
式
三
番
」
を
ど
の
よ
う
に
次
第
に
位
置
づ
け
る
か
は
一
律
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的
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
多
数
演
目
型
式
三
番
の
内
容
を
見
て
い
く
と
、
こ
れ
に
は
三
演
目
型
同
様
、
次
第
規
範
や
次
第
禁
忌
が
存
在
す
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
を

基
準
に
神
楽
次
第
の
あ
り
方
を
見
て
い
く
と
、
西
都
市
の
銀
鏡
神
楽
、
西
米
良
村
の
小
川
神
楽
、
越
野
尾
神
楽
に
は
、
神
楽
次
第
の
な
か
に
せ
り
歌
を
出
す
こ

と
が
許
さ
れ
る
明
確
な
区
切
り
が
存
在
し
て
い
る
。
銀
鏡
神
楽
で
は
全
三
十
二
番
構
成
の
う
ち
の
十
番
「
宿
神
三
宝
荒
神
」
後
の
十
一
番
「
若
男
大
神
」
か
ら

参
集
者
が
せ
り
歌
を
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
小
川
神
楽
で
は
全
三
十
一
番
の
九
番
「
御
祭
神
様
」
後
の
十
番
「
ハ
サ
ミ
」
か
ら
、
越
野
尾
神
楽
で
は
全

三
十
五
番
の
九
番
「
赤
稲
荷
」
後
の
十
番
「
山
の
神
」
か
ら
せ
り
歌
を
出
す
こ
と
が
許
可
さ
れ
る
。
三
演
目
型
式
三
番
を
も
つ
こ
の
地
域
の
村
所
神
楽
（
西
米

良
村
）
で
は
、
全
三
十
四
番
の
十
七
番
「
大
山
祇
命
」
が
終
わ
る
と
「
注
連
拝
み
」
の
神
事
が
あ
り
、
夜
食
の
振
舞
い
と
な
り
、
饌
供
撒
き
（
餅
）
が
行
わ
れ

る
。
十
七
番
ま
で
を
「
神
神
楽
」
と
い
い
、
十
八
番
「
神
水
」
か
ら
は
「
民
神
楽
」
で
せ
り
歌
を
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
ま
た
、
尾
八
重
神
楽
（
西
都
市
）

で
は
、
全
三
十
三
番
の
八
番
「
宿
神
」
が
終
わ
り
、
九
番
の
「
鎮
守
神
楽
」
か
ら
せ
り
歌
が
許
さ
れ
る
。
木
城
町
の
中
之
又
神
楽
に
は
「
三
番
神
楽
」
と
呼
ぶ

三
演
目
が
あ
っ
て
、
こ
れ
も
本
稿
で
は
「
式
三
番
」
と
判
断
し
た
が
、
こ
の
神
楽
で
も
全
三
十
三
番
の
六
番
「
大
社
舞
」
後
の
七
番
「
宿
神
地
舞
」
か
ら
せ
り

歌
を
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
る（

（2
（

。
尾
八
重
神
楽
と
村
所
神
楽
で
「
式
三
番
」
と
す
る
の
は
三
演
目
型
の
み
で
あ
る
が
、
多
数
演
目
型
と
同
様
な
次
第
の
規
範
・
禁

忌
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
式
三
番
」
の
表
と
分
布
図
に
は
多
数
演
目
型
も
有
る
と
し
た
。

　

同
じ
よ
う
な
次
第
規
範
や
次
第
禁
忌
は
、
諸
塚
村
の
桂
神
楽
に
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
全
二
十
二
番
の
六
番
「
お
大
神
」
ま
で
は
せ
り
歌
を
出
せ
な
い
。
同
村

の
戸
下
神
楽
で
は
全
五
十
番
の
十
一
番
「
御
大
神
下
」
ま
で
せ
り
歌
を
出
せ
な
い
、
同
村
の
南
川
神
楽
で
も
全
三
十
七
番
の
十
番
「
御
大
神
」
が
終
わ
る
と
御

神
酒
と
食
事
の
振
舞
い
が
あ
る（

（2
（

。
さ
ら
に
宮
崎
市
の
船
引
神
楽
で
は
全
三
十
三
番
の
う
ち
八
番
「
素
襖
脱
」
ま
で
は
、
奉
仕
者
は
正
装
（
狩
衣
・
烏
帽
子
）
を

解
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う（

（2
（

。

　

つ
ま
り
「
式
三
番
」
と
い
う
名
辞
が
な
く
て
も
多
数
演
目
型
式
三
番
を
も
つ
神
楽
と
同
様
の
次
第
の
規
範
や
禁
忌
が
存
在
す
る
神
楽
が
い
く
つ
も
存
在
す
る

の
で
あ
る
。
宮
崎
県
内
で
こ
の
よ
う
な
次
第
規
範
、
次
第
禁
忌
の
分
布
全
体
は
、
現
時
点
で
は
確
定
で
き
な
い
が
、
高
千
穂
町
や
日
之
影
町
、
椎
葉
村
の
よ
う

な
「
式
三
番
」
が
色
濃
く
確
認
で
き
る
地
域
以
外
に
も
次
第
の
規
範
や
禁
忌
は
あ
り
、
こ
れ
は
旧
来
か
ら
神
楽
次
第
に
付
随
し
た
規
範
や
禁
忌
を
も
と
に
「
式

三
番
」
が
受
容
、
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
継
承
さ
れ
て
い
る
神
楽
に
、
新
た
に
規
範
や
禁
忌
を
設
け
る
の
は
、
強
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権
的
な
発
動
が
広
範
囲
に
行
わ
れ
な
い
限
り
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

単
独
演
目
型
式
三
番
の
内
容

　

三
つ
目
の
式
三
番
類
型
で
あ
る
単
独
型
と
い
う
の
は
、「
式
三
番
」
と
い
う
名
を
も
つ
演
目
が
あ
る
類
型
で
、こ
れ
は
現
時
点
で
は
椎
葉
村
の
嶽
之
枝
尾
神
楽
、

美
郷
町
の
渡
川
神
楽
、
日
南
市
の
榎
原
神
社
神
楽
、
高
原
町
の
祓
川
神
楽
（
神
舞
）
に
確
認
で
き
る
。
単
独
演
目
と
し
て
「
式
三
番
」
を
も
つ
神
楽
は
少
な
い

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

椎
葉�

村
・
嶽
之
枝
尾
神
楽
：
か
つ
て
は
通
常
年
の
「
平
祭
」
と
特
別
な
年
の
「
大
祭
」
が
あ
っ
た
が
、
現
在
は
神
楽
の
継
承
を
図
る
た
め
毎
年
「
大
祭
」
の
次

第
で
斎
行
さ
れ
て
い
る
。
平
成
二
十
七
年
時
に
は
全
三
十
四
番
中
の
十
二
番
に
「
平
手
式
三
番
」
が
あ
る
。
か
つ
て
の
「
平
祭
」
時
に
は
十
八
番
中
五
番

が
「
平
手
」
で
、
こ
れ
が
「
大
祭
」
時
に
は
「
平
手
式
三
番
」
と
な
っ
た
。「
平
手
」
は
太
刀
と
鈴
を
持
つ
二
人
の
採
物
舞
で
、「
平
手
式
三
番
」
で
は
、

こ
れ
に
「
太
刀
の
手
」
が
加
わ
っ
た（

（2
（

。

美
郷�

町
・
渡
川
神
楽
：
十
一
月
の
渡
川
神
社
大
祭
で
神
楽
が
二
日
間
に
亘
っ
て
斎
行
さ
れ
る
。
一
日
目
は
全
十
三
番
中
の
三
番
に
、
二
日
目
は
十
二
番
中
の
四

番
に
「
式
三
番
」
が
舞
わ
れ
る
。
年
不
詳
で
あ
る
が
か
つ
て
の
記
録
に
は
「
引
三
番
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
「
式
三
番
」
と
な
っ
た
。
烏
帽
子
を
被
っ
て
の

二
人
が
鈴
と
扇
を
持
っ
て
舞
う
。
渡
川
神
社
の
夏
祭
り
に
は
「
式
三
番
」
が
奉
納
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
演
目
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る（

（2
（

。

日
向�

市
・
榎
原
神
社
神
楽
：
神
楽
斎
行
は
一
時
中
断
し
て
い
た
が
、
昭
和
五
十
七
年
に
「
方
謝
舞
」
が
「
式
三
番
」
と
し
て
復
活
さ
れ
、
以
後
、
他
の
演
目
も

復
活
し
、
全
十
六
番
と
な
っ
て
い
る
。「
式
三
番
」
は
第
一
番
の
演
目
で
、
鈴
と
扇
を
持
っ
て
の
三
人
の
舞
に
途
中
か
ら
「
鬼
神
」
が
舞
い
込
む（

（2
（

。
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高
原�
町
・
祓
川
神
楽
（
神
舞
）：
十
二
月
中
旬
の
夜
神
楽
で
、
全
三
十
番
中
の
六
番
に
「
式
参
番
」
が
あ
る
。「
宮
入
り
」「
門
境
」「
御
祓
祝
詞
」「
壱
番
舞
」「
神

随
（
御
神
楽
）」
の
次
が
「
式
参
番
」
で
、
二
人
が
錫
杖
と
扇
・
幣
を
持
っ
て
舞
う
が
、
現
在
は
子
ど
も
た
ち
が
舞
っ
て
い
る
。「
式
参
番
」
の
次
は
「
大

光
神
」
と
な
っ
て
い
る（

（2
（

。

　

単
独
演
目
と
し
て
の
「
式
三
番
」
に
は
、
渡
川
神
楽
の
よ
う
に
神
楽
全
体
を
象
徴
す
る
性
格
、
榎
原
神
社
神
楽
の
よ
う
に
舞
神
楽
の
最
初
の
舞
と
し
て
の
性

格
が
あ
り
、
次
第
規
範
が
存
在
し
て
い
る
が
、
嶽
之
枝
尾
神
楽
や
祓
川
神
楽
に
は
こ
う
し
た
規
範
は
窺
え
な
い
。
歴
史
的
に
は
、
祓
川
神
楽
で
は
嘉
永
六
年

（
一
八
五
三
）
の
『
神
歌
本
』
に
次
第
の
七
番
と
し
て
「
式
三
番
」
が
あ
り
、
同
書
で
は
「
宮
入
之
事
」「
御
祓
祝
詞
」「
一
番
舞
」「
神
楽
」「
式
三
番
」「
大
光

神
」
で
、
次
第
は
現
在
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
型
の
「
式
三
番
」
は
、
三
演
目
型
が
卓
越
す
る
高
千
穂
町
や
日
之
影
町
に
は
確
認
で
き
ず
、
椎
葉
村
以

南
の
県
域
に
点
在
す
る
と
い
え
る
。

「
式
三
番
」
の
形
成
試
論

　

以
上
、
宮
崎
県
内
の
神
楽
に
み
る
「
式
三
番
」
に
は
三
演
目
型
、
多
数
演
目
型
、
単
独
演
目
型
の
三
類
型
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
内
容
を
あ
げ
な
が

ら
検
討
し
て
き
た
。
最
初
に
本
稿
の
課
題
と
し
て
あ
げ
た
「
式
三
番
」
の
継
承
実
相
や
宮
崎
県
内
で
の
広
が
り
（
分
布
）
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

神
楽
の
「
式
三
番
」
は
申
楽
の
「
式
三
番
」
か
ら
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
島
根
県
松
江
市
の
佐
太
神
社
「
御
座
替
神
事
」
に
斎
行
さ
れ
る
佐
陀
神
能

か
ら
窺
え
る
。
こ
れ
は
「
七
座
神
事
」「
式
三
番
」「
神
能
」
の
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
、神
楽
自
体
は
永
正
九
年
（
一
五
一
二
）
の
佐
太
神
社
史
料
に
神
職
に
よ
っ

て
「
御
座
之
祭
」
と
「
神
楽
法
楽
」
が
八
月
二
十
四
・
二
十
五
日
に
斎
行
さ
れ
た
記
録
が
あ
り（

（2
（

、「
七
座
神
事
」
は
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
の
足
高
大
明
神
縁

起
（
写
）
の
「
御
座
替
御
祭
礼
」
に
出
て
く
る（

（3
（

。「
式
三
番
」
は
千
歳
が
面
持
ち
と
な
り
、
翁
が
面
を
つ
け
て
舞
う
が
、
こ
れ
は
江
戸
時
代
初
め
慶
長
期
に
佐

太
神
社
の
神
楽
の
司
が
京
都
か
ら
猿
楽
を
習
い
、
こ
の
様
式
を
神
楽
に
入
れ
て
「
神
能
」
を
作
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
の
佐

太
神
社
史
料
に
「
神
能
五
番
」
に
は
猿
楽
太
夫
が
参
加
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（

（3
（

。

　

佐
陀
神
能
は
採
物
舞
で
あ
る
「
七
座
神
事
」
に
、
後
に
「
式
三
番
」
と
「
神
能
」
が
加
え
ら
れ
て
現
在
の
次
第
に
な
っ
た
と
い
え
る
が
、
高
千
穂
町
の
上
岩
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戸
二
嶽
神
社
史
料
で
あ
る
巻
子
形
式
の
「
神
楽
之
濫
觴
」
に
は
、
神
楽
は
天
石
戸
前
で
の
鈿
女
命
の
歌
舞
が
始
ま
り
で
あ
る
と
説
明
し
た
後
、「
天
児
屋
根
命
」

「
手
力
男
之
命
」
の
神
歌
を
あ
げ
、「
願
祝
子
」
が
舞
人
で
あ
る
こ
と
を
い
い
、「
神
楽
之
番
数
」
と
し
て
「
大
殿
」「
神
お
ろ
し
」「
鎮
守
」
と
「
入
荒
神
素
盞

嗚
尊
」
の
あ
る
「
杉
登
り
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
続
い
て
「
夜
神
楽
乃
番
数
」
と
し
て
「
地
堅
め
」「
幣
か
さ
し
」「
弓
正
護
」「
住
吉
」「
地
割
」「
岩
刻
利
」

「
大
神
」「
山
森
」
が
あ
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
「
岩
戸
神
楽
」
と
し
て
「
柴
引
」「
伊
勢
」「
手
力
」「
鈿
女
」「
戸
取
り
」「
舞
開
」
が
あ
り
「
合
せ
て
拾
八
番　

是

を
夜
神
楽
願
成
就
之
神
楽
と
云
う
」
と
説
明
し
て
い
る
。
次
に
は
「
右
の
外
」
と
し
て
「
袖
花
」「
本
花
」「
起
江
」「
鞭
か
さ
し
」「
四
人
鎮
守
」「
五
穀
」「
酒

こ
し
」「
蛇
切
り
」「
八
鉢
」「
四
人
鞭
」「
七
奇
神
」「
日
前
」「
太
刀
か
ざ
し
」「
繰
お
ろ
し
」
を
あ
げ
て
「
合
せ
て
参
拾
参
番
」
と
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ

に
は
各
番
付
（
演
目
）
の
舞
手
に
神
名
と
し
て
の
命
付
が
行
わ
れ
て
い
る（

（3
（

。

　

こ
の
史
料
の
年
紀
の
最
初
に
「
文
化
七
庚
午
年
旧
正
月
十
一
日　

社
司　

佐
藤
丹
後
守
藤
信
次
之
書
」
と
あ
り
、
次
に
は
安
政
丁
巳
年
（
一
八
五
七
）、
明

治
十
七
年
（
一
八
八
四
）、
最
後
に
は
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
神
楽
の
舞
手
あ
る
願
祝
子
の
師
匠
交
代
ご
と
に
、
新
師
匠
に
こ
の
巻
子

が
旧
正
月
十
一
日
の「
太
鼓
の
口
開
け
」時
に
引
き
渡
さ
れ
た
こ
と
に
拠
る
と
い
い
、年
紀
は
こ
の
引
き
渡
し
年
と
判
断
で
き
る
。最
初
の
文
化
七
年（
一
八
一
〇
）

の
月
日
に
「
旧
正
月
十
一
日
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
こ
の
史
料
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
か
ら
の
新
暦
以
降
の
写
し
で
あ
る
の
が
わ
か
る
が
、
先
の
「
神

楽
之
番
数
」「
夜
神
楽
乃
番
数
」「
岩
戸
神
楽
」「
右
の
外
」
の
括
り
は
、
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
に
は
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
は
、「
神

楽
之
番
数
」
は
神
楽
の
核
と
な
る
演
目
、「
夜
神
楽
之
番
数
」
は
旧
来
か
ら
の
演
目
で
、「
岩
戸
神
楽
」
は
一
つ
の
セ
ッ
ト
と
し
て
の
も
の
と
し
て
特
化
し
、
こ

の
十
八
番
に
、
後
代
に
「
右
の
外
」
の
十
四
演
目
を
加
え
て
三
十
三
番
と
し
た
と
い
う
推
移
が
示
さ
れ
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。

　

こ
の
推
測
は
佐
陀
神
能
の
神
楽
次
第
形
成
を
も
と
に
し
て
い
る
が
、「
神
楽
之
濫
觴
」
に
は
「
式
三
番
」
の
記
載
は
な
い
。
し
か
し
、「
神
楽
之
番
数
」
の
「
大

殿
」
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
神
楽
の
時
空
の
設
え
、
言
祝
ぎ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
現
在
の
「
太
殿
」
に
相
当
し
、
こ
れ
に
続
く
「
神
お
ろ
し
」「
鎮
守
」「
杉
登

り
」
が
「
式
三
番
」
と
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
ら
に
特
別
な
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
が
窺
え
る
。
高
千
穂
町
の
神
楽
史
料
で
「
式
三
番
」
が
確
認
で
き
る
の

は
、
高
千
穂
神
社
蔵
の
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）「
十
社
榊
山
記
」
で
、
こ
こ
に
は
「
シ
キ
三
番　

入
鬼
神
ノ
時　

神
ニ
ハ
ヘ　

カ
ラ
柴
ヲ
奉
ル
」
と
あ
る（

（3
（

。

こ
の
文
書
は
榊
使
用
の
由
来
と
こ
れ
を
使
用
す
る
場
面
を
記
し
た
も
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）「
神
楽
之
濫
觴
」
以
前
に
「
式
三
番
」
の

括
り
が
あ
る
の
が
わ
か
る
。
榊
を
使
う
「
入
鬼
神
」
は
「
式
三
番
」
の
「
杉
登
」
に
付
随
す
る
舞
で
あ
る
。
幕
末
の
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
の
「
十
社
宮
司
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田
尻
則
満
日
記
」
の
記
載
に
は
、
正
月
十
一
日
の
「
神
楽
弟
子　

神
楽
の
口
あ
け
に
来
る
」
か
ら
始
ま
り
、
十
月
以
降
に
は
、
十
月
二
十
四
日
の
葛
原
天
神
社

祭
礼
で
は
「
宮
神
楽
三
番
相
勤
る
」
な
ど
「
宮
神
楽
三
番
」
の
記
載
が
何
度
も
出
て
お
り
、
こ
の
「
宮
神
楽
三
番
」
は
「
式
三
番
」
の
こ
と
で
あ
る（

（3
（

。
当
時
は

集
落
の
家
が
神
楽
宿
と
な
っ
て
神
楽
が
斎
行
さ
れ
て
い
た
の
で
、「
宮
神
楽
」
は
神
社
拝
殿
で
の
神
楽
で
、
こ
れ
を
斎
行
し
た
後
に
神
楽
宿
へ
の
道
行
き
、
神

迎
え
と
な
っ
た
。
現
在
の
神
楽
宿
は
地
区
の
公
民
館
や
集
会
所
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
神
社
か
ら
こ
こ
へ
神
を
迎
え
て
神
楽
を
斎
行
す
る
形
式
は
継

承
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
宮
神
楽
三
番
」
の
表
記
か
ら
は
、
神
迎
え
に
際
し
て
の
神
社
で
の
神
楽
斎
行
と
し
て
「
式
三
番
」
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

よ
う
。「
式
三
番
」
を
宮
神
楽
と
す
る
こ
と
は
高
千
穂
町
だ
け
で
な
く
、
三
演
目
型
式
三
番
を
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
多
く
確
認
で
き
る
。
高
千
穂
町
の
「
岩
戸

庄
屋
日
記
」
で
は
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
四
月
二
十
一
日
に
「
天
岩
戸
御
祭
礼　

例
之
通
式
三
番
御
神
楽
首
尾
よ
く
成
就
」、
九
月
十
五
日
に
は
「
今
日

昼
頃
ま
で
に
神
楽
成
就　

御
宮
参
詣　

式
三
番
無
事
相
済　

夕
方
に
太
夫
殿
父
子　

神
楽
弟
子
中
不
残
引
取　

氏
子
中
退
散
」
と
あ
り
、「
岩
戸
村
庄
屋
土
持

信
贇
日
記
」
の
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
八
月
二
十
三
日
に
「
天
長
節　

当
庄
屋
元
に
て
式
三
番
神
楽
あ
り
」
と
か
、
八
月
六
日
に
風
除
願
立
を
し
、
九
月
一

日
に
「
天
岩
戸
に
て
神
楽
式
三
番
奉
納
之
願
上
る
也
」
と（

（3
（

、
明
治
か
ら
の
新
た
な
祭
日
や
願
成
就
に
「
式
三
番
」
が
斎
行
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　

高
千
穂
町
の
神
楽
演
目
の
「
地
割
」
に
は
「
荒
神
」
が
登
場
し
、
こ
の
神
の
唱
言
に
は
『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』
の
「
天
之
五
行
」「
地
之
五
行
」
説
が
取

り
込
ま
れ（

（3
（

、
こ
の
地
の
神
楽
に
は
唯
一
神
道
の
影
響
が
窺
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
吉
田
家
が
発
給
し
て
い
た
『
翁
乃
大
事
』
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る

が
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
七
月
二
十
八
日
付
け
で
神
道
管
領
長
上
卜
部
朝
臣
良
長
か
ら
梅
若
盛
安
に
出
さ
れ
た
『
翁
乃
大
事
』（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵　

梅
若
家
能
楽
資
料
）
で
は
、
神
楽
は
天
石
屋
戸
の
天
鈿
女
舞
に
由
来
す
る
と
説
明
し
た
後
で
、「
翁
」
は
、

　
　

第
一
翁
と
い
ふ
ハ
大
玉
の
神　

千
歳
振
也

　
　

第
二
天
児
屋
根
尊　
　
　
　
　

神
道
翁
也

　
　

第
三
天
鈿
女
命　

猿
田
姫　
　

三
番
申
楽
也

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
以
前
の
十
七
世
紀
半
ば
の
吉
田
家
の
活
動
に
は
、
幡
鎌
一
弘
に
よ
れ
ば
執
奏
、
神
道
裁
許
状
の
発
給
、
行
法
規
定
、
祈
祷
・
勧
請

作
法
、
神
学
が
あ
り
、
幡
鎌
は
行
法
の
な
か
に
「
翁
大
事
」
発
給
を
位
置
づ
け
て
い
る（

（3
（

。
し
か
し
、
梅
若
家
の
『
翁
乃
大
事
』
で
は
、「
大
玉
の
神
」「
天
児
屋
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根
尊
」「
天
鈿
女
命
」
を
「
翁
」
と
す
る
の
で
あ
り
、「
神
道
翁
」
と
す
る
天
児
屋
根
尊
は
、
宮
崎
県
内
の
神
楽
で
は
各
地
に
あ
る
岩
戸
開
き
系
演
目
の
最
初
に

置
か
れ
る
「
伊
勢
神
楽
」
で
あ
り
、
特
別
な
舞
と
な
っ
て
い
る
が
、「
式
三
番
」
と
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
高
千
穂
町
や
日
之
影
町
な
ど
の
三
演

目
型
式
三
番
は
、
唯
一
神
道
の
影
響
で
は
な
く
、
前
述
し
た
よ
う
に
申
楽
の
「
式
三
番
」
の
枠
組
み
と
考
え
方
を
も
と
に
形
成
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で

あ
る
。
た
だ
し
、
先
に
あ
げ
た
佐
太
神
社
で
五
月
三
日
（
か
つ
て
は
旧
暦
四
月
三
日
）
に
斎
行
さ
れ
て
い
る
直
会
祭
で
は
、
巫
女
に
よ
る
「
真
の
神
楽
」
が
舞

わ
れ
、「
盃
の
儀
」
の
後
に
舞
殿
で
「
シ
キ
ジ
の
舞
」「
地
固
め
の
舞
」
が
舞
わ
れ
、
続
い
て
「
猿
田
（
さ
だ
）
三
番
の
舞
」
が
奉
納
さ
れ
る
。
こ
の
「
猿
田
三

番
の
舞
」
は
着
面
で
矛
を
持
つ
「
猿
田
彦
の
舞
」、
着
面
で
大
幣
を
持
っ
て
の
「
天
児
屋
根
命
の
舞
」、
着
面
で
榊
を
も
っ
て
の
「
太
玉
命
の
舞
」
の
三
番
で
あ

り
、
か
つ
て
使
わ
れ
て
い
た
宮
川
家
伝
来
の
面
箱
に
は
天
文
二
十
年
（
一
五
五
一
）
の
年
紀
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う（

（3
（

。「
猿
田
三
番
の
舞
」
は
一
人
の
舞
人

が
三
つ
の
面
を
つ
け
替
え
な
が
ら
の
舞
で
あ
る
が
、
こ
の
三
番
の
舞
は
、
前
述
の
吉
田
神
道
の
『
翁
乃
大
事
』
に
あ
る
「
翁
」
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に

佐
太
神
社
の
「
七
座
神
事
」
は
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
の
記
録
が
あ
り
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
は
「
猿
田
三
番
の
舞
」
と
採
物
を
持
っ
て
の
神
楽
舞
が
並
行

し
て
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、「
猿
田
三
番
の
舞
」
と
神
楽
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
は
今
後
の
課
題
と
な
る
し
、『
翁
乃
大
事
』
の
「
第
三

天
鈿
女
命　

猿
田
姫　

三
番
申
楽
」
が
「
千
歳
振
」
の
「
大
玉
の
命
」、「
神
道
翁
」
の
「
天
児
屋
根
尊
」
を
包
括
す
る
形
式
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
検
討
が
必

要
と
な
る
。

　

神
楽
の
「
式
三
番
」
に
戻
る
と
、
本
稿
で
は
高
千
穂
町
の
神
楽
史
料
か
ら
三
演
目
型
式
三
番
の
形
成
に
か
か
る
大
凡
の
筋
書
き
が
提
示
で
き
た
が
、
こ
こ
に

は
こ
の
型
と
多
数
演
目
型
、
単
独
演
目
型
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
ま
た
、
三
演
目
型
が
高
千
穂
町
・
日
之
影
町
に
色
濃
く
存
在
す
る
事
由
は
何

か
と
い
う
課
題
も
あ
る
。

　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
現
時
点
で
は
資
史
料
に
基
づ
く
見
解
は
示
せ
な
い
が
、三
演
目
型
や
多
数
演
目
型
の
説
明
で
具
体
的
に
あ
げ
た
次
第
規
範
・

次
第
禁
忌
を
重
視
す
る
と
、
椎
葉
村
や
西
米
良
村
に
見
ら
れ
る
三
演
目
型
と
多
数
演
目
型
の
併
存
は
、
申
楽
の
「
式
三
番
」
の
理
念
が
も
た
ら
さ
れ
て
か
ら
、

先
述
し
た
よ
う
に
旧
来
か
ら
の
神
楽
に
付
随
し
た
規
範
・
禁
忌
を
申
楽
「
式
三
番
」
理
念
と
結
び
つ
け
て
、
次
第
前
半
の
多
数
演
目
に
神
事
性
を
担
保
し
て
こ

れ
を
「
式
三
番
」
と
し
、
さ
ら
に
申
楽
「
式
三
番
」
が
三
番
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
う
ち
の
初
段
の
舞
神
楽
三
演
目
を
「
式
三
番
」
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
こ
れ
に
よ
っ
て
内
容
の
異
な
る
二
重
の
「
式
三
番
」
が
成
立
し
た
が
、
高
千
穂
町
や
日
之
影
町
で
は
「
式
三
番
」
を
三
演
目
型
に
凝
縮
し
、
こ
こ
に
次
第
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規
範
を
集
中
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
三
演
目
型
に
は
「
式
三
番
」
後
の
神
事
や
「
楽
屋
入
り
」、
直
会
が
あ
っ
て
も
多
数
演
目
型
に
顕
著
に
存

在
す
る
次
第
禁
忌
が
薄
い
こ
と
が
根
拠
と
な
る
。
推
測
ば
か
り
だ
が
、
単
独
演
目
型
の
「
式
三
番
」
は
、
現
時
点
で
確
認
し
得
た
も
の
は
規
範
性
も
弱
く
、
三

演
目
型
が
さ
ら
に
一
演
目
に
省
略
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
推
移
が
予
想
で
き
る
。
鬼
神
の
舞
込
み
を
含
む
榎
原
神
社
神
楽
の
「
式
三
番
」
は
、
芸
態
と
し
て
は

高
千
穂
町
や
日
之
影
町
の
「
杉
登
」
や
「
幣
神
添
」
に
倣
っ
た
の
で
は
と
い
え
、
渡
川
神
楽
の
「
式
三
番
」
は
夏
祭
り
に
も
斎
行
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
「
宮

神
楽
」
の
規
範
を
も
つ
と
い
え
る
。

　

も
う
一
つ
の
課
題
、
三
演
目
型
式
三
番
が
高
千
穂
町
や
日
之
影
町
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
佐
陀
神
能
の
よ
う
な
申
楽
の
受
容
や
猿
楽
太
夫

の
関
与
が
あ
れ
ば
首
肯
で
き
る
が
、
現
時
点
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
申
楽
と
い
う
こ
と
で
は
、
天
正
年
間
の
上
井
覚
兼
の
日
記
に
よ
れ
ば
薩
摩
藩
で
は
申

楽
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
し
、
日
記
に
は
「
神
舞
」
の
記
載
も
あ
る
が
、
神
楽
と
申
楽
の
関
係
は
不
明
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
ま
た
、
西
都
市

の
銀
鏡
神
楽
で
は
、
神
楽
衣
装
は
白
張
（
白
丁
）
が
大
半
で
あ
る
な
か
で
、
最
も
重
視
さ
れ
る
地
元
の
鎮
守
社
の
神
で
あ
る
「
西
宮
大
神
宮
」
や
「
宿
神
三
宝

荒
神
」
の
神
面
舞
、
西
米
良
村
の
村
所
神
楽
で
の
「
八
幡
様
」
神
面
舞
な
ど
に
は
華
美
な
陣
羽
織
や
袴
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
衣
装
が
い
つ
か

ら
使
わ
れ
て
い
る
か
は
不
明
だ
が
、
申
楽
と
の
関
係
で
は
こ
う
し
た
こ
と
も
検
討
が
必
要
と
な
る（

（3
（

。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
在
地
芸
能
で
あ
る
民
俗
芸
能
に
は
、
た
と
え
ば
神
楽
で
は
愛
知
県
東
栄
町
の
御
園
や
東
薗
目
、
河
内
、
古
戸
の
「
花
祭
」
に
「
式

三
番
」「
し
き
さ
ん
ば
」
な
ど
が
あ
り
、
能
で
は
東
京
都
檜
原
村
に
小
沢
式
三
番
、
笹
野
式
三
番
、
岩
手
県
平
泉
町
の
白
山
神
社
や
中
尊
寺
の
古
実
式
三
番
が

あ
る
。「
式
三
番
」
の
名
称
で
は
な
く
て
も
、
山
梨
県
甲
府
市
黒
平
の
道
祖
神
祭
り
に
舞
わ
れ
る
「
能
三
番
」、
千
葉
県
の
南
房
総
市
や
兵
庫
県
の
丹
波
・
但
馬

地
方
、
静
岡
県
の
伊
豆
半
島
な
ど
の
「
式
三
番
叟
」
は
、
い
ず
れ
も
千
歳
・
翁
・
三
番
叟
の
舞
で
あ
り
、「
式
三
番
」
芸
能
は
各
地
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
ど

の
よ
う
な
経
緯
を
も
っ
て
在
地
化
し
た
の
か
も
課
題
と
な
る
。

注

（
１
）�

全
国
の
神
楽
継
承
団
体
数
を
四
五
〇
〇
ほ
ど
と
し
た
の
は
、
昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一
）
か
ら
文
化
庁
事
業
と
し
て
行
わ
れ
た
都
道
府
県
ご
と
の
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告
書
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か
ら
集
計
し
た
。
既
刊
報
告
書
か
ら
の
数
は
四
〇
〇
〇
余
で
、
こ
れ
に
未
調
査
県
で
の
数
を
推
測
数
と
し
て
加
え
た
数
で
あ
る
。

（
２
）
北
海
道
教
育
委
員
会
『
国
記
録
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
調
査
報
告　

松
前
神
楽
』
平
成
二
十
九
年
四
月

（
３
）�
拙
稿
「
米
良
山
神
楽
の
構
成
と
御
神
屋
神
」『
國
學
院
雑
誌
』
一
二
一
巻
五
号
、
令
和
二
年
五
月

（
４
）�

宮
崎
県
総
合
博
物
館
『
み
や
ざ
き
の
神
楽　

神
々
へ
の
感
謝
と
祈
り
』（
令
和
二
年
十
月
）
に
は
、
二
〇
四
の
保
存
団
体
一
覧
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
調
査
年
次
に
幅
が
あ
る
が
、

文
化
庁
に
よ
る
九
州
各
県
の
平
成
初
期
の
民
俗
芸
能
継
承
に
関
す
る
現
況
調
査
に
よ
れ
ば
、宮
崎
県
二
〇
四
（
平
成
四
年
調
査
）、熊
本
県
一
五
二
（
平
成
元
年
）、大
分
県
八
七
（
平

成
元
年
）、
長
崎
県
一
三
（
平
成
五
年
、
対
馬
の
命
婦
の
舞
を
含
む
）、
福
岡
県
五
三
（
平
成
二
年
）、
佐
賀
県
二
（
平
成
九
年
）、
鹿
児
島
県
一
七
（
平
成
二
年
）
で
あ
る
。
保
存

会
等
神
楽
継
承
団
体
の
数
は
、『
宮
崎
県
の
民
俗
芸
能
』（
平
成
六
年
、
宮
崎
県
教
育
委
員
会
）、『
く
ま
も
と
の
民
俗
芸
能
』（
平
成
三
年
、
熊
本
県
教
育
委
員
会
）、『
大
分
県
の
民

俗
芸
能
』（
平
成
三
年
、
大
分
県
教
育
委
員
会
）、『
長
崎
県
の
民
俗
芸
能
』（
平
成
七
年
、
長
崎
県
教
育
委
員
会
）、『
福
岡
県
の
民
俗
芸
能
』（
平
成
四
年
、
福
岡
県
教
育
委
員
会
）、

『
佐
賀
県
の
民
俗
芸
能
』（
平
成
十
一
年
、
佐
賀
県
教
育
委
員
会
）、『
鹿
児
島
県
の
民
俗
芸
能
』（（
平
成
四
年
、
鹿
児
島
県
教
育
委
員
会
）
に
よ
る
）
に
よ
り
、
宮
崎
県
が
も
っ
と

も
多
く
、
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
神
楽
も
、
令
和
五
年
二
月
時
点
で
は
、
宮
崎
県
に
は
高
千
穂
の
夜
神
楽
、
椎
葉
神
楽
、
米
良
の
神
楽
（
銀
鏡
、
尾
八
重
、

村
所
、
越
野
尾
、
小
川
、
中
之
又
神
楽
）、
高
原
の
神
舞
（
祓
川
神
楽
、
狭
野
神
楽
）
の
四
つ
が
あ
る
。

（
５
）
山
口
保
明
『
宮
崎
の
神
楽　

祈
り
の
原
質
・
そ
の
伝
承
と
継
承
』
鉱
脈
社
、
平
成
十
二
年
十
月

（
６
）
拙
稿　

前
掲
（
３
）

（
７
）
拙
稿
「
米
良
山
神
楽
の
「
地
舞
」
と
神
面
舞
」『
伝
承
文
化
研
究
』
第
十
七
号
、
國
學
院
大
學
伝
承
文
化
学
会
、
令
和
二
年
七
月

（
８
）
拙
稿
「
宮
崎
県
の
神
楽
に
み
る
稲
作
系
演
目
―
芸
能
複
合
の
視
点
―
」『
伝
承
文
化
研
究
』
第
十
八
号
、
國
學
院
大
學
伝
承
文
化
学
会
、
令
和
三
年
六
月

（
９
）
拙
稿
「
宮
崎
県
の
神
楽
に
み
る
綱
切
系
演
目
の
様
相
と
そ
の
形
成
」『
伝
承
文
化
研
究
』
第
十
九
号
、
國
學
院
大
學
伝
承
文
化
学
会
、
令
和
四
年
六
月

（
10
）
竹
本
幹
夫
訳
注
・
世
阿
弥
『
風
姿
花
伝
・
三
道
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
平
成
二
十
一
年
九
月

（
11
）
表
章
校
註
『
世
阿
弥　

申
楽
談
儀
』
岩
波
文
庫
、
平
成
二
十
五
年
九
月
第
６
刷
（
初
刷
昭
和
三
十
五
年
四
月
）

（
12
）
塙
保
己
一
編
・
補
太
田
藤
四
郎
『
續
群
書
類
従　

補
遺
』
二
（
看
聞
御
記
下
）、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
訂
正
三
版
第
五
刷

（
13
）
塙
保
己
一
編
『
群
書
類
従
』
第
十
四
輯
巻
四
一
三
、
経
済
雑
誌
社
、
明
治
三
十
四
年
五
月
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（
14
）
原
田
信
男
『
和
食
と
日
本
文
化　

日
本
料
理
の
社
会
史
』
小
学
館
、
平
成
十
七
年
十
一
月

（
15
）�
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録
第
５
上
井
覚
兼
日
記
』
上
、
岩
波
書
店
、
昭
和
二
十
九
年
三
月

（
16
）�

熊
倉
功
夫
は
『
日
本
料
理
文
化
史　

懐
石
を
中
心
に
』（
人
文
書
院
、
平
成
十
四
年
六
月
）
で
「
式
三
献
」
の
作
法
は
、
こ
れ
以
前
に
形
成
さ
れ
る
下
地
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い

る
。
そ
れ
は
明
解
と
は
言
い
難
い
が
、
熊
倉
の
予
測
に
従
う
な
ら
「
式
三
献
」
は
十
六
世
紀
半
ば
に
突
然
に
出
来
た
の
で
は
な
く
、
こ
れ
以
前
か
ら
の
饗
膳
作
法
を
も
と
に
十
六

世
紀
に
作
法
と
し
て
固
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。
脇
田
晴
子
「
文
献
か
ら
み
た
中
世
の
土
器
と
食
事
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
71
集
、
平
成
九
年
三
月
）
は
、「
式

三
献
」
と
鎌
倉
幕
府
の
「
大
盤
」
と
の
関
連
を
論
じ
て
い
る
。

（
17
）
渡
辺
伸
夫
『
椎
葉
神
楽
発
掘
』
岩
田
書
院
、
平
成
二
十
四
年
六
月

（
18
）
小
手
川
善
次
郎
『
高
千
穂
神
楽
』
小
手
川
善
次
郎
遺
稿
出
版
会
、
平
成
五
年
八
月
再
版

（
19
）
後
藤
俊
彦
・
武
田
憲
一
ほ
か
『
神
楽
三
十
三
番　

高
千
穂
夜
神
楽
の
世
界
』
鉱
脈
社
、
平
成
二
十
年
八
月

（
20
）
山
口
保
明
『
宮
崎
の
神
楽　

祈
り
の
原
質
・
そ
の
伝
承
と
継
承
』
鉱
脈
社
、
平
成
十
二
年
十
二
月

（
21
）
椎
葉
村
教
育
委
員
会
『
椎
葉
神
楽
調
査
報
告
書
』
第
二
集
、
昭
和
五
八
年
三
月

（
22
）
西
米
良
村
教
育
委
員
会
ほ
か
『
米
良
山
の
神
楽
調
査
報
告
書
』
令
和
二
年
三
月

（
23
）�

宮
崎
県
教
育
委
員
会
文
化
財
課
「
み
や
ざ
き
の
神
楽
魅
力
発
信
委
員
会
」
調
査
資
料
（
小
川
直
之
、
前
田
博
仁
、
那
賀
教
史
、
清
水
聡
、
大
館
真
晴
、
田
尻
隆
介
、
文
化
財
課
職

員
の
調
査
）

（
24
）
船
引
神
楽
保
存
会
『
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財　

船
引
神
楽
』
平
成
二
十
二
年
三
月

（
25
）
椎
葉
村
教
育
委
員
会
『
椎
葉
神
楽
調
査
報
告
書　

第
二
集
』
昭
和
五
十
八
年
三
月

（
26
）
井
上
浩
樹
『
渡
川
神
楽
』
私
家
版
、
平
成
二
十
五
年
三
月

（
27
）
日
南
市
教
育
委
員
会
文
化
生
涯
学
習
課
『
日
南
市
の
民
俗
芸
能
』
平
成
二
十
五
年
三
月

（
28
）
高
原
町
教
育
委
員
会
『
高
原
町
祓
川
・
狭
野
の
神
舞
（
神
事
）
本
文
編
』
平
成
十
三
年
三
月

（
29
）
松
江
市
『
松
江
市
史
』
史
料
編
４
中
世
Ⅱ
、
平
成
二
十
六
年
三
月
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（
30
）
前
掲
（
29
）

（
31
）
松
江
市
『
松
江
市
史
』
別
編
２
民
俗　

平
成
二
十
七
年
九
月
。
神
楽
・
佐
陀
神
能
に
つ
い
て
の
執
筆
は
永
井
猛
に
よ
る
。

（
32
）
高
千
穂
町
『
高
千
穂
町
史
』
郷
土
史
編
、
平
成
十
四
年
三
月

（
33
）
前
掲
（
32
）

（
34
）
前
掲
（
32
）

（
35
）
前
掲
（
32
）

（
36
）
前
掲
（
３
）

（
37
）
幡
鎌
一
弘
「
十
七
世
紀
中
葉
お
け
る
吉
田
家
の
活
動　

確
立
期
と
し
て
の
寛
文
期
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
四
八
集
、
平
成
二
十
年
十
二
月

（
38
）
前
掲
（
31
）

（
39
）�

銀
鏡
神
楽
に
は
「
初
三
舞
」
と
称
さ
れ
る
演
目
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
板
谷
徹
は
「
銀
鏡
神
楽
の
初
三
舞
―
舞
踏
の
民
俗
誌
」（
守
屋
毅
編
『
祭
り
は
神
々
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス　

芸
能
を
め
ぐ
る
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』
力
富
書
房
、
昭
和
六
十
二
年
五
月
）
で
、
こ
れ
を
「
式
三
番
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。「
初
三
舞
」
は
こ
の
次
に
登
場
す
る
「
六
社
稲
荷

大
明
神
」「
七
社
稲
荷
大
明
神
」
を
導
き
出
し
、
こ
れ
ら
を
中
に
挟
ん
で
舞
わ
れ
る
「
地
舞
」
で
、「
初
三
舞
」
と
い
う
名
称
は
「
式
三
番
」
が
申
楽
の
最
初
に
舞
わ
れ
る
こ
と
に

着
想
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
挟
み
舞
の
意
味
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
、
口
伝
名
称
の
「
ハ
サ
ン
マ
イ
」
に
「
初
三
舞
」
の
表
記
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
初

三
舞
」
の
神
楽
次
第
で
の
位
置
と
こ
れ
に
は
次
第
規
範
・
禁
忌
が
付
随
し
な
い
こ
と
か
ら
は
、「
初
三
舞
」
を
「
式
三
番
」
と
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
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